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開議　午前１０時００分 

 

○事務局長（請川義浩君）　御起立願います。 

　おはようございます。お座りください。 

○議長（久保広幸君）　庄野会計管理者より、途中退席する旨の報告がありました。 

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　これより、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１　会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第１　会議録署名議員の指名を行います。 

　会議録署名議員は、１番濱田議員、２番三輪議員を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２　一般質問 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第２　一般質問を行います。 

　通告順に発言を許します。 

　３番渡辺議員。 

○３番（渡辺三義君）　先般話がありました、私もこの場におきまして、今年１月１

日、元旦に発生いたしました石川県能登半島地震で被災された皆様に、謹んで哀悼の意

を改めてお見舞いを申し上げます。ともに、一刻も早く元の生活に戻れるよう、私も心

からお祈りを申し上げます。 

　今年度３月の最終定例会ということで、大変一年を早く感じました。今日は、一般質

問ということで、貴重な時間をいただきまして、テーマを二つ挙げさせていただきまし

た。 

　忘れかけたコロナ感染症の現状について。これについては本田町長に２点ほど。それ

と有田教育長には、昨日、諸般の報告の中にもありましたインフルエンザについて２点

ほど。そして、その後、新年度予算計画について本田町長に執行方針にも少々重複いた

しますが４点ほどお伺いいたしますので、よろしくお願いいたします。 

　なかなか私たちは、町長、教育長方とはお話しする機会がございません。そういう機

会をいただきまして、今回は直接詳しい現状などをお聞きしていきたいと思います。 

　本田町政がスタートいたしまして、この間、継続課題または難題の山積する中、ス

ローガンであるトップセールス、職員とのワンチームづくり、時間のない中、その辺も

考えると、時間は全くありません。大変多忙な激務の続いている１年間なのかなと察す
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るところでございます。町長職は外勤、内勤ともにコミュニケーションによる調和が重

要視される中、まちづくりと地域づくりですか。その上で体力勝負ということでござい

ますので、まず健康第一に、厳しい環境でありますが、職員との結束力を深めてリー

ダーシップをとって乗り切っていただきたいと思います。 

　それでは、最初の質問に入ります。コロナ感染症とインフルエンザの現状についてと

いうことで、町長に２点ほどお伺いいたします。 

　先月の２月４日、暦上では立春を迎えました。この日の本町は氷点下２５.９度、これ

は全国で１位でございます。本当に陸別を象徴したような朝を迎えました。また、先月

の下旬、今月の初めと雪が降りまして、春がちょっと遠ざかり、今朝もマイナス２０度

という寒い日が続いております。特に、この時期においては、気温の上がり下がりが大

変厳しい状況にありまして、風邪の引きやすい季節となっております。 

　昨年の５月より、コロナ感染も第５類のインフルエンザ等の同等と扱いに移行になり

ましてから、すっかり、コロナという名前も忘れかけている現状でございます。ところ

が最近、厚生労働省によると、感染者が増える傾向にあり、オミクロン株から、最近は

流行の新株第１０波が到来してきているということでございます。また、その中におい

て、インフルエンザについてはＡ型からＢ型に異変しておりまして、これは特徴として

はじわじわと症状が表れて長引くということでございます。現在、帯広保健所において

も、注意報を発令している現状でございます。私たち町民にとっては、なかなか最近の

本町における感染状況というものは聞こえてきません。 

　そういうことで、このコロナ感染者、移行後はあまりないとは思いますが、本町にお

ける最近の状況、またインフルエンザによる感染の現状は、本町においてどのような動

きをしているのか、その辺をまずお伺いいたします。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　渡辺議員の言うとおり、コロナも終息したわけではありませ

ん。５類になって、少しずつ日常生活、イベント等々も取り戻しつつあるのかなという

ことが現状でありますが、完全に終息したということではありませんので、そのとおり

かなと思っております。 

　本町の今の現状ということで、今お知らせをさせていただきます。 

　まず、御自身でセルフ検査をして陽性となった方の人数、それと他の医療機関を受診

して確定診断を受けられた方の人数までは把握ができません。そこで、今３点ほど申し

上げますが、その人数を今、発表したいと思います。 

　まず、診療所で発熱外来や時間外の診療で受診され、感染、罹患していると診断され

た患者さんの人数、それと症状に関する電話相談、それと薬の処方だけを希望された方

の件数、それと町内各施設からの情報提供をいただいている感染者、罹患者の数を申し

上げたいと思っております。 

　そこで、１１月から２月までの数字を今申し上げます。コロナ感染症につきまして
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は、１１月に９名、１２月に１０名、１月に２９名、２月に２４名、この４か月間で７

２名の方がコロナ感染症ということであります。それとインフルエンザ、１１月は１４

名、１２月は５８名。このときは、中学校で学校閉鎖などがあった時期です。それと１

月４名、２月は２名で、７８名です。この数字が、最低という数字という言い方なの

か、先ほど把握できない部分もありますので、これ以上かなという部分は実感している

ところであります。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　３番渡辺議員。 

○３番（渡辺三義君）　分かりました。以前に比べたら少ないといえども安心はできな

い環境にあります。 

　十勝管内では、コロナ感染第５類に移行した後も、昨年の５月以降、約６,０００人の

方が感染されているということで、帯広保健所の調べでございます。安心のできない状

況にある中で、医療体制の整備もがっちり努めてくださいという警告も来ております。 

　また、インフルエンザの拡大もしておりまして、全国で昨年は約１,０００万人の方が

かかりまして、主流はＡ型からＢ型と変わりつつありまして、管内の医療機関による速

報値もかなり上昇しておりまして、こちらも対策を徹底してくださいということでござ

います。 

　最近、町内においても、この忘れかけていたコロナ感染ですが、かかってしまったと

いう声も大きく聞かれます。また、発熱が発症しまして、最近、検査キットによりまし

て、陽性が確認されたということで、現在、自宅待機者も増えているようにも耳にいた

しております。 

　いずれにしても、町では発熱外来等については、これについてはカレンダー等の一角

に記載されたり、今回、発熱外来についての回覧なども出されていました。特に、高齢

者とか一般町民の方にとっては、あまり目がそういうところまでいきませんので、今回

のような回覧周知というものは大変大事かと思いますので、今後ともその時期に応じて

やっていただきたいと思います。ちょうど今が、コロナ感染とインフルエンザ、流行性

感冒のはざまにあるのかなといえます。 

　そこで、このことについて、現在、国とか道からの通達とか、そういうものはとりあ

えず来ているのかどうか、その辺を確認いたします。それと重複いたしますが、この陸

別の診療所について、発熱外来の対応や体制、回覧等で周知をしていますが、現場では

万全に組まれているのかどうか、その辺をお伺いいたします。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　まず、国、道からの通達ということでありまして、コロナ感染

症につきましては、ワクチン接種の円滑な実施に関する自治体説明会が主なことであり

ます。予防策や罹患した後の対応の方法などについては、ホームページ、リーフレット

などが現在も掲載されています。 
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　一方、診療所については、５類になった以降も引き続き発熱外来等を設け、コロナ感

染症に対する診療を継続するよう要請があったほか、保健所が担ってきたコロナ病床を

持つ他の医療機関との入院調整、それと高齢者施設などの酸素濃縮器が必要となった場

合の供給者との調整です。これは今まで保健所がやってきたことを主治医や協力医療機

関に委ねられたというところであります。これは５類になったということで、こういう

ふうに移行されて、保健所のことが、こういう主治医とか、そういうところに移行され

たということは、５類ということであります。 

　それとインフルエンザにつきましては、帯広保健所管内の１定点、医療機関の先ほど

注意報ということをおっしゃられておりましたが、受診患者数が１週間で１０人以上に

なった場合は注意報、そして３０人以上になった場合は警報が発令されます。これは、

ホームページでも記載されるほか、町にも速やかに情報提供されます。その段階で、保

育所、小中学校、福祉施設にも注意喚起ということで情報提供させていただいていると

ころであります。 

　以前にも申し上げたのですけれども、発熱外来については感染防止の観点から、定期

通院している患者さんなどの一般診療とは区分して受診していただくことになっており

ます。この件に関しては、町民の皆さんに引き続き御協力をいただきたいと思っており

ます。 

　それともう１点、先ほど自身で検査キットというお話をさせていただいたのですが、

自身で検査キットを購入して検査して、陽性反応が出た方で解熱剤などの処方が必要で

あれば、診療所のほうに電話相談なり御一報いただければ、薬の的確な処方もできます

ので、自分自身でキットで陽性になって、診療所に、こういうふうになったのだけれど

もと言っていただければ、そこで処方も可能なので、その辺、診療所のほうできちんと

対応していきたいと思っております。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　３番渡辺議員。 

○３番（渡辺三義君）　分かりました。今後も、一般町民に対して、丁寧な周知または

その辺のほうをよろしくお願いいたします。 

　それでは、次に学校における感染について教育長に２点ほどお伺いいたします。 

　以前は、コロナ感染で令和２年、３年、４年、この辺の時期については学校授業に関

して、休業とか閉鎖などが起きまして、学習の面でも影響を及ぼしたということで、大

変、このときについては、御苦労されたかなと思います。 

　昨日の諸般の報告にもありましたように、本町も昨年１２月、学級閉鎖などがあった

ということで、また昨年、道内の小中学校において、インフルエンザにかかった生徒数

はコロナ感染者の発生前の約３倍に増加しているということが報告されております。そ

して今年度に入っても道内１５か所の保健所において、インフルエンザによる学級閉鎖

が相次いで報告されているということで、帯広保健所では、やはり子供たちが主流で今
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も感染拡大しているということで、注意報はこのことについても発令をしております。 

　ここで最近においての学級閉鎖、またそれらによって学習面の影響など、本町におい

ては影響を及ぼしていないのか、その辺についてちょっとお伺いいたします。 

○議長（久保広幸君）　有田教育長。 

○教育長（有田勝彦君）　今の学校におけるインフルエンザ等の感染状況、影響という

ことでお話がありました。感染の関係でありますので、インフルエンザに加えて、コロ

ナについても若干ありますので、それも加えて御説明をしたいと思っております。 

　議員のほうからもお話がありましたけれども、コロナ禍、大体令和２年度から３年間

ぐらいはコロナの発生が多くて、この間、記憶の中ではインフルエンザが学校の中で児

童・生徒ほとんどなかったというような状況があったのかと思っております。 

　この冬期間、インフルエンザが流行するということは毎年のことということで、それ

ぞれ学校で対応してきているところでありますけれども、今年に関して、特に１２月か

らインフルエンザが発生しているという状況の中で、感染状況につきましては、小学校

についてはインフルエンザ、１２月に罹患者２３人、１月がゼロで、２月が１人という

ような状況です。 

　小学校については、引き続き、コロナウイルスの感染についてですけれども、１２月

１月はゼロでした。２月には実は１３人ほど、コロナに罹患していたという状況であり

ましたけれども、実は、小学校で２月のコロナ感染のときに、学校長ともいろいろ相談

をして、大分、学校閉鎖、学年閉鎖等もいろいろ検討したのですけれども、感染状況を

見ながら、ちょうど発生時期が大分ずれているということもありまして、学級だとか学

校閉鎖までは至っていなかったという状況であります。 

　中学校におきましては、インフルエンザ、１２月に１５人、１月２月はゼロです。 

　コロナウイルスにつきましては、１２月１月はゼロで、２月に２人、感染があったと

いう報告が出ています。このような状況の中で、実は、中学校については１０月に１年

生が１５人中、コロナウイルスに４人ほど罹患したということも加えて、体調不良者も

いたということでありますので、行政報告でもしておりますけれども、１０月４日から

６日の３日間、学年閉鎖をしたという状況がありました。その後、特に感染が拡大して

いる状況ではありません。 

　今回、行政報告で述べました件について、改めてまた御説明いたしますけれども、イ

ンフルエンザ等の体調不良における学年閉鎖であります。全てインフルエンザ関係であ

ります。中学２年生が１２月７日給食後から、１２月１１日まで学年閉鎖をしておりま

す。これは、１７人中５人罹患しているということに加えまして、体調不良者の欠席も

あったということで、学年閉鎖といたしましたけれども、その後、１年生３年生にも感

染者がいるということでありますので、結果的には翌日の１２月８日の給食後から１２

月１２日まで、中学校は学校閉鎖としたという状況であります。 

　小学校のほうでは、１２月１１日、３校時終了後、給食を前倒しをして、給食後、下
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校していただいて、１２月１５日まで学校閉鎖をしております。これは、小学校８３人

中でありますけれども、１３人の罹患者いましたけれども、また加えて、体調不良者も

多数いたということで、学校側の判断の中で、学校閉鎖にしたいということで、それに

同意をして、そのような状況に至っているというような状況であります。 

　学級閉鎖、学校閉鎖の現状については以上のとおりでありますけれども、教育面の影

響であります。 

　小学校のほうで言いますと、それぞれ例えば、保育所と小学校の連携交流事業が中止

になったとか、それから非行防止教室とか薬物乱用防止教室だとかが中止になったとか

がありますけれども、実は６年生が中学校に行って、体験登校というものを今年度２回

予定しておりましたけれども、その１回目を１２月１３日に予定していたのですけれど

も、ちょうどインフルエンザの感染時期に重なったということで、その１回目が中止に

なっております。今日、２回目が実施されておりますけれども、２回予定ではありまし

たけれども、今年度については今日の１回のみで体験登校を終了するという形でありま

す。 

　また加えて、小学校の高学年が、実はスケート記録会の日が、ちょうどインフルエン

ザの感染でできなかったのですけれども、延期をして実施をする予定でありましたけれ

ども、実はちょっと暖冬がありまして、リンクが継続できなかったということで、残念

ながらスケートの記録会が高学年が中止になってしまったということがちょっと残念な

ところであります。 

　中学校につきましては、３年生が一部、テストが延期になったというところがありま

すけれども、特に中学校については基本的に休みがあった場合についても、オンライン

授業で対応するだとかということがありますので、今、小学校についても中学校ほどで

はありませんけれども、同様の形の中で、教育面での影響を最小限に抑えられていると

いう現状であります。 

　小学校も中学校もですけれども、標準授業時数というものは毎年設定されておりま

す。例えば、中学校でいうと全学年１,０１５時間、小学校でいうと１年生が８５０時

間、２年生が９１０時間、３年生が９８０時間、４年生から６年生までは１,０１５時間

ということで、この標準時数をきちんと履修しなさいということになりますけれども、

いずれの学校についても全学年がこの履修を確保できる見込みであるという状況という

ことで、今のところ教育面で、大きな影響が出るという見込みはないという状況であり

ます。 

○議長（久保広幸君）　３番渡辺議員。 

○３番（渡辺三義君）　分かりました。今後、学級閉鎖のないようにお願いしたいと思

います。以前は、マスク着用、手洗い、飛散防止といったように、忘れかけた言葉では

ございますが、コロナ禍のときは三密ですか、密閉、密集、会話の自粛といったように

徹底されておりました。保健所では、特に学校においては、集団生活においては継続的
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な予防対策を取ってくださいということでございます。 

　そして教育長に対して最後の質問になりますが、現在、学校ではどのような水際対策

を取られているのか。それと質問書にはありませんが、これは答えは要りません。来年

４月に入ると入学シーズンになりますので、昨日もニュースで本州で歩道を歩いていた

女の子の３人のところに車が突っ込んできて重大事故が起きているということでござい

ますので、通学による事故防止についても指導のほうよろしくお願いしたいと思ってお

ります。それでは教育長に対しての質問、これで終わります。 

○議長（久保広幸君）　有田教育長。 

○教育長（有田勝彦君）　感染予防に対する対応策の対処ということであります。この

件については、北海道が、ちょっと遡るお話になりますけれども、令和２年の２月２８

日に緊急事態宣言を発令以降、令和２年度、３年度も緊急事態宣言だとか、まん延防止

等重点措置が繰り返し適用されていた時期がありました。その後、令和４年後まで陸別

町の子供たちもとても制限のある学校生活を送ってきました。その都度、関係者の協力

と理解のもと、学びの充実と感染症対策の両立に取り組んできました。 

　現在も、その取組が定着していると感じております。その後、新型コロナウイルスの

位置づけが令和５年５月８日から５類感染症になりました。このことにより、法律に基

づき、行政が様々な要請、関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、自主的な

取組をベースとした対応に変わりました。加えて現在でも学校では、地味ではあります

けれども、小まめな手洗い、うがい、手指消毒、それから必要に応じてのマスク着用、

それから定期的な換気や加湿による湿度の調整等を徹底して、毎年というか毎日行って

おります。以上のような取組を学校が行っておりまして、それにも保護者が理解をして

いただいて協力をしていただいております。この関係で、現在まで、当町において学校

内における感染の拡大の事例はなかったと思っておりますので、学校関係者の努力のた

まもので、そういう状況になっていると思っております。 

　最後１点、今後、年度初めのお話、指導等ありましたけれども、年度初めにつきまし

ては、当然、教職員も一部入替えがある。それから児童・生徒も卒業生があって、新た

な新入生があるということで、当然いろいろな組織の中の人たちが入れ替わるところが

あります。ですから、去年と同じでいいよというような曖昧な言葉では済まされないと

思っております。この辺についても、年度初めの校長教頭会議を通して、教職員の中で

情報共有の認識、徹底して児童・生徒、それから保護者にもその辺の不安を与えないよ

うな指導、学校生活を送っていただけるようなことを今後説明していきたいと思ってお

りますし、既に２月には小学校の新入学説明会も実施している。それから今日も、中学

校の体験登校、それから、保護者への説明会も実施しているということでありますの

で、４月から新たな子供たちが安心して学校に登校していただけるように、環境にこれ

からも努力していくと思っております。 

○議長（久保広幸君）　３番渡辺議員。 
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○３番（渡辺三義君）　いろいろな面で、集団生活関係で大変ですが、今後とも万全な

対応を図りながら、よろしくお願いしていきたいと思います。 

　それでは次に、新年度予算編成の経過についてということで、町長の執行方針にも昨

日ありましたが、ちょっと重複する面も出てきますが、評価、削減、主眼点、施策の４

点について、まずお伺いしていきたいと持っております。 

　最近では、国や地方自治体において頻繁に財政難という言葉を耳にします。予算は毎

年のように社会情勢または経済情勢の中に変動しておりまして、常に目配りと監視が必

要でございます。令和６年度の新年度予算については６６億７,２０６万円と、本田町長

が初めて就任されて組まれた予算でございます。この予算の組み立て方に当たりまし

て、見直し、改善等、大変苦渋の決断もある中で協議された額でもあり、新聞等でも公

表されておりましたが、厳しい財政の中での経費削減を目指した緊縮型予算と言われ

て、ちょっとこの言葉に目を引いたわけでございます。 

　経費削減をしながら、必要経費の必要財源を投入するということは大変厳しい感じの

ものがあるのではなかろうかと思いまして、そこで、予算に対しての最初の質問でござ

いますが、本田町長が就任されました初めての予算となりましたが、全体を通して、ど

のような感想をお持ちになったのか、その辺をお伺いいたします。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　昨日、執行方針でもお話しさせていただきましたが、より、こ

ういうお話をさせていただく機会を持っていただき、ありがたいと思っております。 

　今、渡辺議員がおっしゃったとおり緊縮型であります。お家のことで考えれば、貯金

を崩して生活をしていかなくてはいけない。そして借金をして生活をしていかなくては

ならないと立ったときに、どういうふうにしたら自分たちの生活は５年も１０年も続く

のかとか、そういうふうに考えると、今どんな状況になっているのかということが、簡

単に説明ができるのかなと思っております。僕も１２年間、議員をやってきましたの

で、その間にどういうことが起きて、こういう貯金、基金ですね、貯金を基金と言いま

すよね。そして借金という言い方が正しいかどうかあれなのですが、起債、地方債とい

うバランスをとりながら、そして地方交付税があって予算を組まれて、町が動いてきた

ということは、そのとおりなのです。ここで、きちんと立ち止まって、今どういう状況

なのかということを、進むために、これを続けていくために、あまりにも基金を崩して

いくことはどうなのかという部分がありました。 

　そこで緊縮型なのですけれども、後からの質問にあるのでお答えしますけれども、め

り張りという言葉も使わせていただいています。ここが一番大事なところで、締めるに

締めて、いろいろな、やはり経済状況等々もあるので、そこが崩れるような予算の組み

方はしていないです。後からのお話になるので、ここはまずどういう考え方なのかとい

うところでお話をしたいと思っております。 

　基金、今回６億８,０００万円です。６億８,０００万円、基金を取崩しということで
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あります。実際、農業支援、バイオマスの支援ということで、ここから１億円、この中

に１億円が入っております。貸付けということで１億円の。６億８,０００万円の中の１

億円が入っているので、実際は５億８,０００万円で一般会計のところになります。前年

度は７億９,０００万円ということなので、実際２億円の基金は前回よりは取崩しは少な

くしております。 

　それと起債です、起債の地方債は７億５,０００万円。これは借金ということになるの

ですが、これは有利なものです。交付税措置もありますので、いろいろな事業をやるの

に借金がないからいいだとかということではなくて、有利なものを使って、ここに入れ

ようという考えで７億５,０００万円を入れております。 

　それで一般会計なのですが、昨日もお話しさせていただきましたが、前年度の政策予

算も入った６月期と比べると２億５,０００万円削減しております。この緊縮型というも

のが独り歩きすると、陸別町はどうなのだというメッセージにもなってほしくないの

で、この後にお話しさせていただきますが、きちんと未来を見た政策、ここでやらなく

てはいけないという政策もきちんと億単位のものも入れてやっておりますので、緊縮型

でめり張りの利いた、今後きちんとまちづくりに必要な希望を持てる予算にしたという

ことであります。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　３番渡辺議員。 

○３番（渡辺三義君）　継続事業、新規事業、また切替え事業の中で、見通し、改善、

削減、決して容易ではない予算編成、今まで以上に大変厳しい現状にあったのかなとい

うことで理解をしているところでございます。 

　一般に地方自治体は負担と選択が基本でありまして、何でもやります、何でもやって

あげますという風潮から、今はできることとできないことの分別を明確に伝えること

が、私は大変重要なことであると思っております。そして予算は公共のものですから、

健全な予算配分の中で公正かつ平等に、これが求められてくると思います。財政が逼迫

する中、今後は、人口減少に伴いまして、情報では国内において約９００件弱近くの地

方自治体が消滅可能性都市が予想されるということが言われております。今後は、その

事業計画の中でも町民の負担の協力を求める時期がだんだん来るのかと思っておりま

す。 

　そんな中、最近、皆さんも御存じのとおり、新聞の中で、十勝管内における新年度予

算が、新聞等で公表されておりました。それで一般会計を見ると、ある町におきまして

は４０％以上、または２３.８％、そして１１％以上、そして３％から５％の間、それで

全体を見ましたら減額傾向にある町村というものは、ほとんどあまり少なかった現状に

ありました。本来でいくと、予算の高騰とか賃金上昇率を見まして、社会経済環境を考

えると、予算自体を見ると多少上がって当たり前の状況にあるのかと私は思っておりま

した。 
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　先ほどの町長の話でもありましたように、本町の特に一般会計については、前年比に

比べまして、約４.５％ですか。４.９％、５％弱が削減され、緊縮型予算の編成という

ものがうかがえました。この新年度予算の編成において、削減の成果が出ましたが、こ

の予算削減に対する取組について、私、一番ここに着目いたしました。この辺の経過に

ついて御説明お願いいたします。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　予算の削減対策ということで、私自身も商売をやってきたの

で、ある意味、商売感覚を持ちながら細かいところまでに目配りをしました。その削減

に対して。消耗品、まず内部の中で、消耗品とか書籍等々に対しまして、徹底して削減

をさせていただきました。 

　削減をするに当たって、やはり、職員との信頼関係がないと、ただ駄目だ駄目だでは

どうしようもないことなのかと思っております。この１０か月間、役場内、いろいろと

見回していただいて、やはり気になることも当然、中に入って、気になることもいろい

ろと出てきたので、これが本当にヒアリング、全部、当然なのですけれども、この予算

も全部ヒアリングも全部立ち会って、全部やらせていただいたのですけれども、自分な

りに、これが本当に要るのですかとか、本当にきつい言い方になるのですけれども、そ

ういうところから細かい部分、本当に鉛筆１本と言ったらあれなのですけれども、そう

いう部分から、今までが無駄だったとかそういう議論ではなくて、本当に必要なのかと

いうところから、今回初めての新年度予算のヒアリングということだったのでやらせて

いただきました。 

　先ほど言ったように、本当に面談等々を通して、職員との信頼関係がないと、こうい

うものはモチベーションにも関わることですし、そこら辺は、自信を持って職員との信

頼関係の中に、こういう削減、まず内部的なことから始めさせていただきました。 

　独自財源が乏しい中、限られた予算の中でバランスをとることは本当に難しいことな

のですが、今のコストの削減というものは単年度で考えるのではなくて、これからも長

期的にまた検証させていただいてやっていくべきかと。まず、町民の皆さんから頂いた

大切な税金等々を大切に使っていこうということで、職員には意識を持ってやっていた

だいているところであります。 

　しかしながら、削減削減ばかりが、先ほど言ったように、広がるということは、

ちょっと自分の中では違うという部分がありまして、これは当然の話で、先ほどお家の

話もしましたが、当然無駄なものはこうやって削っていって生活していくことは当たり

前のことなので、その当たり前のことを当たり前と言っているだけの話なのです。費用

対効果ばかり言っていられない政策も当然あります。教育に関しては利用が少ないから

だとか、パイが小さいので、その人数が少ないからやるべきだとかやらないべきだと

か、かかりすぎだとかという議論もあると思うのですけれども、それはそれで必要なも

ので、きちんとやっていかなくてはいけない部分も当然あると思います。 
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　それと特に福祉においては、例えば、福寿荘だとか、名前を出せば、からまつハウス

だとか、空きが目立ったからどうだとかという議論に多分なるときもあるのです。空い

ているから埋めるためにどうするかという質問が来たりとかあるのですけれども、それ

は無理に埋める必要ではなくて、いつでもきちんと、経費はかかります、当然。ここで

費用対効果の話をするのですけれども、当然扉も開けておかないと、いつでも入れる状

況というものは必要なのです。それで先ほどのお話からいって、では、それが費用対効

果でどうなのだとか削減したというやつとまた別の政策もきちんとやっていかないと、

これは同時進行でやっていかないといけないのかなと。 

　教育の話で一つ今言い忘れた、教育支援センターだとか、人がたくさん来たからいい

だとか、来ないからどうだとかいう話ではなくて、そういう扉もきちんと開けておかな

くてはいけないこともあるので、そういう意味でめり張りです。削減という中で、めり

張りをつけた政策をしていきたいという考えであります。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　３番渡辺議員。 

○３番（渡辺三義君）　分かりました。昨日、執行方針の中でも話されておりました

が、改めてこれから今の話を聞きましたので、今度は重点配分についてちょっとお伺い

したいと思います。 

　限られた予算の中で継続事業また追加、新規事業などを進める中でも、今の話にあり

ましたように見直し、改善、廃止、見送りなど本当に非常に苦渋の決断をされたものが

たくさんあったのではなかろうかと思われます。またそこには、本当に小さな町ながら

も地域産業を守り、地域経済を支えている産業業界が共存しておりますので、先ほども

お分かりになっていると思いますが、予算については公正な立場で平等でなければなり

ませんので、その辺もよろしくお願いいたします。 

　予算編成に当たっては、町のトップが代わると、またそれぞれの考え方、見方、また

優先順位など、そのような形のものが変わって聞こえてきます。そこで今回、予算編成

の中で本田町長が一番重点に置かれた部分はどの部分なのか、その辺をお伺いいたしま

す。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　１番とか２番とかいう話になるとちょっとあれなのですが、重

点的なポイントの着眼点ということでお話をさせていただきたいと思います。 

　先ほど来、削減の話の中に億単位の投資なり、投資というか改修なりとか、いろいろ

お話をさせていただいたのですけれども、３点ほどありまして、天文台の改修工事と、

それからバイオガスプラント、それとスマートメーターということで三つお話をさせて

いただきます。 

　天文台に関しては、昨年の７月７日で２５年たちまして、さまざまな老朽化という問

題が今までもずっとありました。ここで決断をさせていただいて、雨漏りですね。特に
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総合観測室の雨漏りがひどいです。私も全て現場も見させていただいて、やはり、こう

いう数字だけが来て、１億２,０００万円ですよとか、こういうのでどうしますかという

話で課から上がってくるのですけれども、実際、現場の隅々をきちんと見させていただ

いて、これはやらなくてはいけないだとか、これはちょっと１年待つかだとか、そうい

う判断も自分の目で見て、最終的に判断しなくてはいけないと思いまして、天文台も行

かせていただきました。やはり、金澤町長が、ここを建ててというお話もありまして、

そういう話も、この天文台の話もずっと歴史上のことも全部教えていただいて、これは

陸別のシンボルだということで、ここで１億２,０００万円投入して、屋上の防水工事、

外壁も剥がれてきて危険なことになっておりますので、これを一気に１億２,０００万円

何がしかのちょっとお金で、これを陸別のシンボルだということで、それと、交流人

口、関係人口の拠点ということで何とか維持したいという気持ちがあります。 

　今後、こういう施設に関して、次は望遠鏡の問題だとか様々なことが出てくるのかと

予想はされます。ただ、これは本当の政治判断というところになってくるのですが、そ

ういうところにきちんとお金を投入して、陸別のどういうふうにこれから持っていくの

かということは、やはりトップの責任なのかなと思っております。 

　それと、バイオガスプラント、これは私の公約にもあります、再生可能エネルギー推

進基金というものを自分のすぐやる五つのことの中に一つあるのですが、今回、このこ

とを名前をちょっと変えさせていただいて、陸別町地球温暖化対策基金ということで、

名前をちょっと変えた理由は、今後この地球温暖化対策の計画を策定するに当たって、

こういう名前にしたほうが、同じことの考え方なのですがやりやすいというか、これと

これは何が違うのではなくて、同じことをやろうとしているのに名前が違ったらという

ところもありましたので、これは僕の案ではなくて、やはり職員といろいろとお話をさ

せていただいて、こういう名前がいいのではないかということで上がってきて、この１

０か月の間に、いろいろと、この件に関して、吸い上げたといってはあれなのですけれ

ども、本当にそういう部分で、自分一人ではないのだなというところで、こういう名前

をつけたこともそういうことで。これは誤解ないように、これは同じことをしようとし

ております。その中で、僕は、バイオガスプラントの問題という言い方はしたくないの

ですけれども、この件に関して、自分で立候補するというときと、今まで議員で見てき

たときのことで、今のここの着陸地点をずっとこのことを考えてやってきました、この

バイオガスプラントに関しては。時の物価高騰等の流れで負担金をゼロ円のものを、今

回、応分の構成員の方に負担をもらって、まずはもらうものはもらって、そして町はど

うしていくのかということは僕は、前からずっとこのことは考えていました。そして、

今の１億円の貸付け、これは運転資金ということで、貸付けのことなのですが、やは

り、そこの部分もきちんと責任を持ってやっていこうということは、ずっと前からとい

うか、考えていたことを今、シナリオ通りという言い方がどうかあれなのですけれど

も、ここに何とかたどり着いて、この後、新年度予算等々で審議になるのかと思ってい
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るのですけれども、そういう考えでおります。バイオに関しては、入っている人がただ

で、入っていない人がとかという、いろいろな議論になったことも事実なのです。そこ

はきちんとした形で平等性を保つためにどうしたらいいかという着陸地点を真剣に構成

員の皆さん、農協そして会社の社長等々と、きちんと町のスタイルというものをやって

いこうかなと思っています。 

　それで、このバイオガスについては、ここにこれだけのお金を入れて、町民の皆さん

から、バイオに対してのいろいろな目線も来ると思うのですけれども、僕自身はまずは

安定稼働させて、そして電気を売ってという形になっていくのですが、どうしても、支

援がないと、これは続かないので、これは町として執行方針にも書かせていただいたの

ですけれども、できる限りの支援をしていきたいということは僕の本心であります。ま

ず、これをして、これから地球温暖化の陸別町の政策に対して、これが多分核となると

思うのです。これはちょっと順番が先になったか後になったかではないのですけれど

も、このバイオ中心にきちんとした形で、今後、後の議員さんの質問にもなってくるの

で、ここで全部答えるわけにもいかないのですけれども、そういう思いがあります。だ

から、まだ今シナリオの中では、まず、バイオをきちんとした形で持っていこうという

ことで、ここで１億円の貸付けということで決めさせていただきました。 

　それとスマートメーターは検針員さんの人手不足というものがありまして、それを解

消するという入り口もあるのですが、やはり見守りというものをこれからどうしていっ

たらいいのかということで、このスマートメーターに対して３,０００万円という、これ

も多額のお金なのですが、１,３１０戸、世帯という言い方がどうかあれなのですが、

１,３１０です。千二百ちょっと世帯あって、ほかの事業者さんとかもあるので、全世帯

に対して、スマートメーターをつけて管理をしていこうということであります。このほ

かにも、様々な細かいことのやるものはやるというものもあるのですが、今の時間の中

でお話しできるものはこの辺なのかなと思っております。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　３番渡辺議員。 

○３番（渡辺三義君）　ありがとうございます。予算づくりはまちづくりの基本でもあ

りますので、常に地域社会情勢の中で生きた予算、そしてまた生きた財産づくりをして

いくことも本田町長の役割だと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

　最後に、本田町長が住民に向けた施策はどのように考えているのか、このお答えを聞

きまして、私の一般質問を終わりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　自助、公助、共助とか、いろいろそういう言葉がありまして、

先ほど、渡辺議員がおっしゃっていたとおり、何でもお金さえあれば何でもやってあげ

たいとか、ただにしたいだとか、当然税金も頂いているので、その部分をどう還元して

いくかということは当然のことであります。 
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　ただ、なかなか、地方交付税２１億円だとか、その税収で全部賄えるような自治体で

はないので、先ほど言ったように基金だとか、地方債だとかを入れながら、うまく回し

ていって生き金を使っていくということが一つの考えです。その中で、先ほど、スマー

トメーターの見守りのお話もさせていただきましたが、ハイヤーの利用助成事業です

ね。これ、２００円を３００円、値上げすると、なかなか皆さん抵抗があってとかなる

のかと思っているのですが、この事業が、大体１,８００万円ぐらいかかる事業です。何

とか持続させるために、このまま２００円でやっていくと２,０００万円とか、今のハイ

ヤー、物価高騰の中で契約もありますから、どんどん上がっていくのだなというところ

で、１００円ということなのですが、町民に対して、皆さんからも協力もいただきなが

ら、このまちづくりをしていくのだという、僕自身はそういうメッセージとして、皆さ

んに御理解いただいて、３００円で何とかお願いできないかなというところでありま

す。 

　今後、下がるか上がるかにしても、これは情勢によっていろいろなことになるのです

が、今の現状の中で、そういうこれからの町民に向けてという施策になるのかというと

ころなのですが、そういうメッセージもしながら、まちづくりをしていかないと、やは

り、先が見えないという部分もありますので、その辺を御理解いただきたいということ

が一つの施策のメッセージであります。 

　それと、やはり子育てですね。福祉に関しては先ほどお話もさせていただいたのです

が、切れ目のない支援ということで、妊娠期から出産、育児、そして１８歳になるまで

切れ目のない支援を行うことはもちろんでありますが、私の、その中で公約の中にあり

ますステップアップ応援給付金ということで、一番やはり１５歳とか１８歳、自分で子

育てをしていて、一番お金が、ここは高校がないので、そこからどういう人生を歩むの

かということになったときに、どうしても経費が一番かかる部分と、それから１８歳を

過ぎて、就職される方もいますし、それにしても、やはりお金もかかることですし、大

学、専門学校に行く方もいると思うので、一番その部分に関してやはりちょっと切れ目

のない中に、やはりちょっと応援したいという部分がありましたので、そういう施策も

させていただきました。 

　今後、議員の皆様、町民の皆様から、またこの議会なりいろいろな意見箱もいろいろ

入っておりますし、私自身がフットワークよくいろいろなところに顔も出させていただ

きながら、御意見いただいて、まちづくりに生かしていきたいと思います。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　１１時０５分まで休憩します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　午前１０時５４分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再開　午前１１時０５分 

○議長（久保広幸君）　休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を続けます。 

　４番工藤議員。 
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○４番（工藤哲男君）　対応方、よろしくお願いいたします。 

　今回、私は震災を含む陸別町での災害への対策について、本年１月１日に発生しまし

た能登半島地震の報道等を基に質問をしたいと思います。 

　まず質問の前に、新年早々、能登半島地震により犠牲になられた方々に心よりお悔や

み申し上げますとともに、被災された皆様方にお見舞いを申し上げたいと思います。被

災を受けられた皆様方が一日でも早く復旧、復興により、平穏な生活に戻れますことを

お祈り申し上げたいと思います。 

　石川県能登半島は地震調査研究推進本部の資料を基に作成した２０２０年版の全国地

震動予測地図によりますと、２０２１年から２０５０年までの３０年間における震度６

弱以上の厳しい揺れに襲われる確率は０.１から３％と、地震の起こる確率の極めて低い

地域であると言われておりました。この地図によると陸別町は震度６弱以上の震度の発

生割合は３％から２６％の区域となっており、十勝平野断層帯とは少し離れています

が、忠類村から縦に、足寄町まで直線で８４キロの断層があり、地震災害の可能性はな

いわけではなく、断層に近いことから震災の可能性は比較的高い地域であると思ってお

ります。 

　今回、この能登半島の震災を教訓として、当町で起こる可能性がある様々な災害にお

いて、防災対策を考えるべく第６期陸別町総合計画の基本目標の中から、防災対策の充

実と併せて自治会活動の活性化についてと、ふるさと交流センター道の駅の整備の２点

について質問をさせていただきます。 

　まず、防災対策の充実と自治会活動の活性化について質問をしたいと思います。冒頭

に能登半島の地震災害についてお悔やみとお見舞いを申し上げさせていただきました

が、全ての災害が予知できる状況であれば、安全確保対策は可能な限りできると思って

おりますが、地震災害予知については様々研究はされておりますが、まだまだ確実なも

のではなく、地震だけでなく災害において、予知不能だからこそ、今回のような甚大な

災害となるのですが、そこで陸別町の防災対策について考えていきたいと思います。 

　陸別町は、陸別地区防災計画において、陸別町の地域に関わる防災に関し、防災関係

機関が、その機能の全てを挙げて、住民の生命、身体及び財産を自然災害や事故災害か

ら保護するため本町防災の万全を期することを目的とするということで策定をされてお

ります。また、第６期総合計画では、現状と課題において、避難所の整備と町民への啓

発と防災意識の向上に向けた取組の強化が必要であると書かれております。 

　そこで、防災意識と地域活動の一つとしての情報でありますが、今回、能登半島地震

において、能登半島先端部に位置する石川県珠洲市三崎町は、地震と津波で壊滅的な被

害を受けました。約４０世帯９０人ほどが暮らす町北部の寺家下出地区も地震から間も

なく津波に襲われ、多くの住宅が崩壊し、その中で大方が高齢者で占めるこの地域は足

が痛い人を背負うなどをして避難し、全員が高台の集会場へ５分以内に避難し、集会場

へ到着したときには、居住されていた場所は津波が到達していたということでありま
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す。しかし、この地域の住民全員無事だったということであります。被害を免れたこの

地域の住民は、実は東日本大震災をきっかけに毎年避難訓練を行い、毎回時間を計測

し、改善を図りながら、訓練を継続していたとのことであります。この地域は地域内の

合言葉があり、それは「何かあったら集会場」という合言葉であったようです。助かっ

た住民は奇跡ではなく、訓練が生きたと振り返っているとの記事でありました。 

　これらのことからも、もちろん、行政の防災マニュアルも必要ですが、避難において

は地域住人による協力と自治会活動の活性を促し、地域の環境と状況を勘案しながら、

自治会においても防災への避難対策をしていただくことが最善の対策である私は思いま

す。 

　そこで、防災対策として陸別町地区防災計画の第４章に、防災訓練の計画として定め

が記載されております。その内容の中には自治会とは、陸別町自治会連合会としての組

織と各自治会長は地区情報連絡責任者として災害時の町が行う対策の情報協力機関とい

うことになっております。その地域の環境、道路状況、地形を考慮した、その地域の自

治会ならではの避難に係る対策と活動を重視し、行政も支援し、避難場所と経路、自治

会が行う避難マニュアル等の作成などの事前対策も必要ではないかと思いながら、地域

防災計画を見させていただきました。 

　そこで、陸別町の災害は、日本一しばれる町でありますから、寒冷災害、数年に一度

起こるであろう大雪による雪害、台風による利別川氾濫の水害、十勝平野断層帯による

地震の可能性が高い震災など、考えればいろいろありますが、能登半島地震の寺家下出

地区のような地域の自主的活動を促進させるため、陸別町の対策は地域防災計画では住

民主体の取組の支援強化と書かれており、令和２年度に陸別町防災ガイドブックが町民

に配布されていますが、地域住民への取組については、ガイドブックの配布だけなの

か、避難行動に関して、町民に対し、町としてどのような取組と支援をするのかなどが

不透明な上、避難行動において説明不足の点が十分にあると思いますので、避難対策に

ついて自治会の協力を得て、地域住民の避難行動を促すということが私はベストだと思

いますが、行政として、現在どのような周知活動と指導を行っているのか、また今後ど

のような指導と支援を考えているのか伺わせていただきます。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　工藤議員のおっしゃるとおりだと思います。 

　周知等々、説明不足の点が十分あるということは真摯に受け止めなくてはいけない部

分もあると思います。予測のできないことが起きるということでありますが、今回のや

はり能登半島地震の、それを教訓にと先ほどもお話ししていましたが、やはり平和が続

くとどうしても平和ボケではないのですけれども、起きたときにどうするのだというこ

とを、きっと今のお話の中で、いつも合言葉があって、高台にだとか、そういう毎日の

ことだと思うのです。年に１回防災訓練をしたからいいとかそういうことではなくて、

このガイドブックを作ったからいいとかということではなくて、きっと、今、工藤議員
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がおっしゃることは日頃の防災の意識というものを高めていかなくてはいけないという

意味かと思っております。 

　その点に関しては、今後、自治会連合会等々を通しながらだとか様々なやり方がある

と思うので、ちょっとその辺は検討させていただきたいという部分を先に申し上げまし

て、今回のことを教訓に１月４日の仕事始めのときに訓示といたしまして、全職員に今

回の地震は陸別町も例外ではありませんというお話もさせていただきました。そこで、

いま一度、防災に対しての意識を高めようということで１月４日にお話もさせていただ

きました。２月６日にＮＨＫの帯広放送局の赤松アナウンサーと北海道電力ネットワー

ク、大西足寄ネットワークセンター所長を招きまして、防災研修会ということで職員向

けで開かせていただきました。 

　このことは、今回の地震があったから計画したということではなくて、昨年から私自

身やはり地震もそうなのですけれども、やはり停電の問題だとかありまして、そこを最

初の段階で北海道電力のほうと様々な意見交換をさせていただいたりだとか、北海道電

力の社長が帯広に来たときも懇談させていただいて、陸別町とはこういう町でこういう

ふうになっていますという、第一次産業がこうでとか、ブラックアウトがあったときの

お話だとか、どうしてもやはり第一次産業の搾乳の、ここはもう酪農地帯なのでという

お話をさせていただいて、停電のときの対処の仕方。例えば、停電になって、すぐに連

絡くださいと、それは当たり前の話なのですが、何が言いたいかというと、いつ復旧す

るかということを伝えなくてはいけないので、それまでのタイムラグが起きないように

復旧の時間が分からなくても今こういう状況ですだとか、そういうことを伝えていただ

くだけでも、どういうふうに周知したらよいかということもあるので、何時間後にとい

うことが分からなくても、すぐ連絡をいただいて、今必死にやってますとか、どこがど

うなっているのかやっていますという情報も小まめにやってほしいということも、昨

年、自分が就任して以来、北海道電力のほうと連携も取らせていただいているところで

あります。 

　各自治会、自治会連合会、先ほど言った自治会長のお仕事ということで、やはり個人

情報も絡みますけれども、その時点での情報共有をしながら、その自治会自治会で守っ

ていかなくてはいけない部分の連携に関しては、今後よりきめ細やかにやっていく必要

があるのではないかということは議員おっしゃるとおりだと思いますので、今後、先ほ

ど言ったように、自治会連合会のほうを通して、様々な情報を周知していきたいと思っ

ております。 

　それと町民に対してということでありまして、平成２９年にはイベントセンターで

行っておりまして、防災訓練です。そして令和２年には陸別庁舎などで、それと令和５

年、昨年、悪天候で一部実施ということで、完全に中止したわけではなくて、小中学

校、私も出向かせていただきましたが、防災教室、そして役場内では外ではできないの

ですけれども、気象台とか消防と連携を取って、中ではそういうほかの各関係機関と連
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携を取りながら、そこで訓練というか、そういう防災に関しての流れだとか、僕自身も

気象台からお電話をいただいて、今こういう状況ですよということはやらせていただい

ております。 

　まず、僕自身が一番最初になぜ職員研修会だとかそういうことを開くということは、

まず、役場の中でも、そういうことをきちんとこういうふうになったときはということ

を、まず組まない限りは、発信できていかないというものが最初にありました。それ

で、たまたまＮＨＫの方が来たりだとかしたときに、こういうことを無料でやれますと

か、北電さんも来てやれますということで、職員研修というものをさせていただいて、

多分これからきっとこのことを教訓に、きちんとした形で防災の意識を高めていくチラ

シだとか、当然こういうガイドブックも必要になってきますので、そういうものにもき

ちんとした力を入れていきたいと思っております。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　４番工藤議員。 

○４番（工藤哲男君）　今、町長のほうから防災意識を高めて周知活動を行うというこ

との説明がありましたけれども、やはり、私はまず町の指導により各自治会で避難場所

が遠い地域住民も考えた地域別の避難マニュアルを自治会単位で作って、避難行動に備

えることが重要であると思います。それは、この寺家下出地区のような何があったら集

会所という合言葉においても、これも一つのマニュアルでないかと考えますので、今後

その防災の関係につきまして、よろしくお願いいたしたいと考えます。 

　それでは河川災害が数回起こっている元町地区の利別川堤防改修工事に関して伺いた

いと思います。 

　私は元町町内会において５０歳から現在まで１７年間、いまだに町内会の役員活動を

しております。行政における町内会とは何かということを考えてはいましたが、まず調

べることなく町内会会員のコミュニケーションの一番大事だということだけで役員を務

めてまいりました。そこで、改めて今回、町内会自治会の主たる活動というものを調べ

てみました。その内容は一つとして災害に強いまちづくり、自主防災組織を中心とした

防災活動。二つ目として、安全・安心して暮らせるまちづくり、防犯安全活動、防犯灯

の維持管理。三つ目として、きれいなまちづくり、環境美化活動。四つ目として、触れ

合いのあるまちづくり、イベントの開催であります。五つ目として情報を共有するまち

づくり。これは広報誌の配布、回覧などと書かれておりました。全て非常に大切な項目

であると思いました。私は、この５項目と小さい町ですから、会員が亡くなった場合の

葬儀の開催等も含まれると思っておりますが、大体私が考えていた町内会の活動にさほ

ど変わりはないと感じました。まず、活動の項目の１番目に、災害のないまちづくりで

自主防災組織を中心とした防災活動と記載されております。２番目には安心・安全な町

の防災対策も重要な活動であると考えます。子供たちの通学を守る活動と、通学道路に

防犯監視カメラなどの設置は非常に重要でありますし、必要であると思います。 
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　しかしながら、今回は災害対策に関して伺いたいと思います。元町地区は陸別町にお

いて、利別川の河川災害の多い地域であり、平成１３年９月に発生した台風１５号によ

る河川災害、平成１５年８月の河川災害、さらに平成２８年８月１７日の台風７号の豪

雨による堤防氾濫危険水域寸前により、堤防付近に居住する住民への避難勧告があり数

年に一度河川災害が発生しております。河川災害は元町地区ではありませんでしたが、

今回は元町地区の河川災害対策のために道が行っている河川改修について質問したいと

思います。 

　令和元年８月中旬に行われました北海道十勝総合振興局帯広建設管理部から利別川改

修工事の件につき、元町会館において、工事計画について説明がありました。内容は平

成２８年８月の台風による被災を契機に、早期に着手する必要があると判断したため、

令和３年以降、国道陸別橋より上流の堤防、盛土工事を予定であるとのことで説明を受

けましたが、本年は令和６年を迎えております。工事開始予定の令和３年から３年を経

過している状況にあります。気象に関しましては、地球温暖化の影響からか、最近、気

象庁のメディア報道では、前例のないですとか、今までに経験のないなどと表現されて

いる状況の中、今年、今までにない豪雨が発生するかもしれません。しかし、対象地域

の住民に対し、振興局から改修工事の遅れが周知されていない状況にあります。道が

行っている河川改修工事なので、町は知りませんとはなりませんので、災害から地域住

民を守るためにも、工事日程の周知徹底と、早期の河川改修工事を終了させ、地域住人

を安心させることが重要だと考えております。道の河川改修工事ではありますが、元町

から緑町への河川改修工事の開始時期と終了時期はいつなのか伺いたいと思います。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　まず、自治会活動に１７年間御尽力いただいたことに感謝と敬

意を申し上げたいと思います。 

　利別川の河川改修についてですが、今、議員がおっしゃったとおり、令和元年の８月

２１日に元町町内会館で開催され、翌２２日は緑町団地集会所で開催されております。

説明会の記録では、議員御指摘のとおり、令和３年度より国道２４２号線の陸別橋上流

から工事を行うという説明があったということであります。 

　今回の議員の御質問の件について、事業主体であります十勝総合振興局帯広建設管理

部に確認させていただきました。周知については、新型コロナ対策等もあり住民説明会

を開催することができなかったが、今回の質問を受けて、今年の６月から７月に住民説

明会を開催できればということで考えているということであります。また、陸別橋上流

からの工事につきましては、令和８年度以降となり、令和１１年度に緑町まで完了の予

定とのことですが、説明会でもよく言うことだと思うのですが、事業予算の確保、ここ

が一番のことだと思うのです。道路予算も全部そうなのですが、この予算の確保によっ

て、予定が前後する可能性があると説明を受けております。 

　陸別町としてどうしてきたのかというお話ですが、責任もあるのではないかというこ
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とでありますが、当然、要望という形で利別川の河川改修工事事業につきましては、こ

れまでも主要懸案事項として北海道に要望をしてきているところであります。今回のこ

とを受けて、やはり要望という形だけはなくて、やはり地元の方に、議員おっしゃると

おりで、最初の予定が変わったのに、何で連絡が来なくてどうなっているのだという多

分お話だと思うので、今までは遅れているものに対してだとか、強く要望しますだと

か、いろいろな言葉を使いながら、昨年もいろいろな道路予算の関係で東京に行ったり

とかしています。当然、何かが遅れていっていきます。そこで予算を確保しなくてはい

けないという多分ルールなので。多分、このこともそういう背景があるのかということ

もあります。 

　ただ、防災という面で平成２８年の台風１１号９号とかの今のお話だと思うのですけ

れども、それを教訓にこのお話が始まっていっての流れがあるので、予算のどうのこう

のの前に、危険がそこにあるのだよということはおっしゃるとおりだと思います。その

中で、今後は、そういう情報の部分に関しても、地元の住民への説明も併せて、遅れる

なら遅れるとか、こういうことなのだということを毎年はどうかということはあれなの

ですが、変化が起きたときに説明していただくようにということも、これから要望を併

せてやっていきたいと思っております。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　４番工藤議員。 

○４番（工藤哲男君）　情報と説明、よろしくお願いしたいと思います。災害があって

からでは遅く、平成２８年の豪雨につきましては堤防ギリギリだったということがあり

ます。堤防氾濫をしますと、元町地区の大方が浸水する可能性があります。早期に改修

していただきたいということを要請していただきたいと思います。 

　２月１日の十勝毎日新聞で、令和６年能登半島地震の被災者が寒さの中で避難生活を

送っている現実を見て、十勝においても、近い将来、巨大地震に見舞われる恐れがある

ということで、十勝管内の災害の備えを調べた記事でありましたが、各町村の災害によ

る避難者想定人数が掲載されており、陸別町は１００名と記載されておりました。この

人数は、陸別町の人口における避難者想定人数の割合は４.８％となっておりましたが、

この情報は町のほうから出ている情報であると思われます。新聞報道での表のタイトル

は「管内市町村の避難者想定人数」でしたが、陸別町の避難者想定人数の１００名とは

どのような災害を想定しての避難者なのか、また避難想定地域はどこなのか伺いたいと

思います。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　２月１日に十勝毎日新聞で報道された件に関してであります

が、１月１２日に十勝の防災備蓄状況報道についての取材のお願いということで私たち

のほうに来ました。 

　何かの災害を想定して、今回こういう１００という数字を出して、どこどこに何が起
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きたからとか、どうなのだということを想定して回答したものではありません。今の備

蓄状況ということで回答したところであります。 

　そこで、現在、非常食は主食副食合わせて２,６００食で、１００人、ここの１００と

いう数字が、今、毛布が１２０だとか、そういう形であります。１００という数字がそ

こで出ていたのかなと思うのですが、４日分程度の１００人、２,６００食です。２,６

００食で１００人ということで計算すると４日分程度であります。避難想定地域という

ことで、ハザードマップにも掲載されていますが、陸別川利別川周辺とかそういう形

に、多分マップにはなっております。 

　そこで、地震は全町になるのかと思っております。ただ、この地震ということになる

と、規模にもよりますが、能登半島の地震的なことが、では陸別で起きたらどうなるの

だということですが、起きた場合は、当然、陸別町だけでは対処しきれない部分も当然

出てくるのかなと。国とか道だとか、ほかの自治体もそうなのですが、そういうところ

ときちんとした連携を図っていかなくてはいけないのかと思っております。日頃から、

コミュニケーション等、あと密に、国、道と地震をどのぐらいの規模でどうなるのだと

いうところまでは詰めておりませんが、先ほどの災害の話ではないのですけれども、そ

ういう密に連携を取らせていただいているところであります。 

　そこで役場のほうに、では、それだけしかないのかとかという話になったりだとか、

先ほど言った４.８％の１００人ですね。計算するとそういうことになってくるのです

が、先ほど渡辺議員のときにも言わせていただきましたが、この防災のガイドブックに

も書かれていますが、自助、共助、公助という部分もあります。日頃から非常の持ち出

し品だとか、あと３日分を備えましょうだとか、できれば１週間分だとかということも

掲載させていただいております。そこで、では、自治体はどうなのだという話になるの

ですが、やはり、そういう連携も取りながら、きちんとした形で、ここに１００人分あ

るからだとかということではなくて、そういうこともやはり、このガイドブック、先ほ

ど議員おっしゃるとおりだと思うのですけれども、作ればいいということではなくて、

やはり、何らかの機会には僕がどこかで挨拶をするときだとかいろいろなときに防災の

話をしてみるだとか、何かのそういう日々、日々ですね。そういう啓蒙活動というもの

も僕自身だけでなくても、やはり、そういうものが普段のお話、先ほど言ったように、

高台に行こうだとか、そういうことを普段から言えるような形になっていくことが一番

ベストなのかなと思っております。今回はそういう形で回答させていただいたので御了

解いただきたいと思っております。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　４番工藤議員。 

○４番（工藤哲男君）　この新聞報道、見出しのとおり備蓄状況であるということを判

断いたしました。分かりました。 

　次に移りたいと思います。 
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　災害において避難する場合、避難場所と避難所は非常に重要だと思います。災害発生

直後、まず、重要なものは避難場所であります。元町地区においては、浸水被害の危険

があるため、ハザードマップによると、避難場所としての施設がなく、避難する場合、

元町地区を離れる必要があります。一番近い避難所、避難場所は、ふるさと交流セン

ターになりますが、車での避難は、ふるさと銀河線りくべつ鉄道のレールがあり、ま

た、元町の地域環境は中央に貯木場があり、道路は川に沿って造られている状況である

ことから、栄町から国道に出るか、国道の陸別橋方面から回るか、さらに新町２区へ橋

を渡る方法の三つの方法があります。しかし、浸水被害が発生した場合、新町２区へ橋

を渡っての避難というものは、橋の周りの状況が万全であることが、まず必須の条件で

あります。また道路に支障が出た災害については、徒歩でのふるさと交流センターへの

避難になりますが、りくべつ鉄道内には３か所の移動連絡通路がありますが、りくべつ

鉄道付近の住民は鉄道レール内と通路を渡り、避難することは問題ないと思いますが、

ふるさと交流センターから遠い貯木場の奥の住民において、特に足腰が弱い高齢者に

とっては移動困難な距離でもあります。 

　災害時、町内の避難場所はハザードマップによると、市街地においては避難場所が地

域内にない自治会は元町と新町１区となっております。新町１区は新町２区への新町交

流館への避難となっているようですが、高齢者をどうやって避難させるかが課題となっ

ているような話も聞いております。元町・新町１区の地域はハザードマップでは、浸水

想定区間となっているので、堤防崩壊、氾濫、または震災による道路と堤防の崩壊等に

より避難において車を使えない災害の場合、短時間でどの施設へ避難すべきなのかを明

確にして、元町、新町１区だけでなく、陸別町全体の各自治会の避難場所状況を確認

し、さらに市街地において、避難場所が遠い新町１区と元町は、避難場所を、安全な建

物で安全な場所で住民が集まりやすい場所に設置することを検討すべきではないかと考

えますが、避難場所と避難所について、町長のお考えを伺いたいと思います。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　浸水の想定ということですよね。地震とは違って、突然浸水し

たりということはちょっと考えにくいかと思います。先ほども言いましたが、気象台と

も日頃より連携を取らせていただいておりますので、河川の氾濫をする前にきちんと町

民の皆さんに情報提供し、速やかな避難をしていただく。これがまず基本になるかと

思っております。そこで、避難場所が遠いということでありますが、タウンホール、保

健センター、新町の交流館、先ほども新町１区の方は新町２区の交流館とかというお話

もいただいて、今、そのとおりだと思うのですが。災害の規模等により、指示もさせて

いただきます。 

　そこで基本、車で、雨とか浸水の場合、指示なりという形でなっていきます。そこ

で、車でタウンホールに来てくださいとか保健センターだとかということになっていく

と思うのです。今、車のない方というか独居の方だとか、そういう方に関しましては、
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自治体と、それこそ先ほどのお話に戻るかもしれませんが、連携を取らせていただい

て、やはり、当然、これも小さな町だからできるまちづくりの一つだと思うので、個別

に対応、きちんと役場のほうでできる限りという言い方が正しいかどうかあれなのです

けれども、そのつもりで対応したいなと。その場所がどこなのかという、遠いからとい

うことではないのですけれども、陸別町、コンパクトシティー化に今なっていると思う

ので、そこら辺は、保健センター、前も先ほどの台風ですね。 

　先ほどの２８年の台風のとき、ちなみにどういうことが起きたのかということを簡単

に説明させていただきますと、８月２０日から２１日、台風１１号ということで元町地

区の住民２１世帯４６人に対して避難勧告をしました、そのときに。実際、６世帯１３

人の方が避難しました。簡単に言うと４６人の方に避難してくださいと言っても、その

段階で６世帯１３人の方が避難したということです。それと８月２２日から２３日の台

風９号では、避難指示です。勧告より指示の段階で、元町地区の一部の対象者２１世帯

４５人に避難指示を出しました。これも避難所に来ていただいた方が５世帯１２人とい

う形であります。このデータがどうかということではないのですけれども、こういう指

示を出して、元町地区に限らないのですが、今、元町地区とか新町１区とかになってく

るのですが、もし、この中で足が悪いだとか様々な状況は、個人情報なのですけれど

も、きちんとやはり保健センター何なりで把握している部分もあります。それは当然の

ことでありますので、その部分に関しては出すことが防災の今、意識を高めようという

ことで、あそこの家はこうですよということは今の段階ではやれないのですけれども、

きちんとした形でそういう有事が起きたときには情報共有して、どうしましょうかとい

うことになるのかなと思っております。 

　いずれにしても、議員御指摘の件に関しては密に連携を取っていかなくてはいけない

ということで、先ほど言った自治会連合会だとか、あとは防災会議のほうで少し議論を

していかなくてはいけないことかと思っておりますので、貴重な御意見として伺いたい

というところにしたいと思います。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　４番工藤議員。 

○４番（工藤哲男君）　先ほど、浸水の関係ですね、町長が言っておられましたけれど

も。実際に、災害というものはどういうような災害が来るか分かりません。それで、震

災が急遽来るかも分かりませんので、まず大切なことは、ここの場所はどこに避難する

のか、この人はどこに避難するのかということを、先ほどの下出地区のように、何か

あったら集会所、そのような状態を今後つくっていただきたいと思っておりますので、

何とかよろしくお願いします。 

　次の質問でございます。元町・旭町の地区においては地区の中間地点に、プレハブの

会館を設置しております。会員宅に何かの災害があった場合、またはコロナ禍前は、高

齢者に会館を開放して憩いの場として利用してもらうことを考えましたが、会館には水
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道設備がなく、トイレも外の簡易トイレであるので、集会、総会、新年会などのイベン

トにつきましては、役員の自宅から水を持参して対応している状況にあります。特に女

性の方につきましては水が使えず、簡易トイレは非常に不評ではあります。 

　そこで、災害時、水道トイレ施設完備の避難場所であり、避難所として利用できる施

設は元町町内会会員が望んでいることでもあります。元町は国指定のアイヌ文化では道

内でも最大のチャシ跡であります史跡ユクエピラチャシ跡が崖下から望むことができ、

特に冬期間は崖の頂上を囲むように堀を見ることができる場所であります。産業では以

前、酪農発展のために雪印乳業の集乳場があり、林業では多くの木材、製材工場が立ち

並び、現在の基幹産業を支えた地域でもあります。営林署の官舎と貯木場があり、多く

の木材が積まれ、自治会は元町と旭町があり、多くの産業と住民が居住していた地域で

あります。 

　私の提案になりますが、ユクエピラチャシのホームページの口コミを見ますと、国指

定の史跡をアピールするのであれば、迷わずに行けるように案内すべきと書かれており

ました。ユクエピラチャシ跡を崖下から望む場所に郷土歴史館の一つとして、また元

町・旭町地域の災害避難場所としても地域の住民の集まる場所として検討していただけ

ないかと提案をしたいと思います。町長のお考えを伺いたいと思います。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　郷土資料館と関寛斎資料館を併せて検討する必要があるのかと

思っております。自分の考えの中にも、これまた町の中のグランドデザインのところに

も入っていきますし、それをどうしようかというものも自分の頭の中にはあるのですけ

れども、議員の考えの中には限られた財源の中で、郷土資料館、避難場所、そして町内

活動を一体型にしたらいいのではないかという多分発想の中に、そこの町のコミュニ

ティだとかつくる案だと多分思うのです。すばらしい考えかなと思っております。貴重

な御意見として伺っておきますが、新設する予定は今のところはないということであり

ます。 

○議長（久保広幸君）　４番工藤議員。 

○４番（工藤哲男君）　私も、財源がなかなかということは分かります。でも、とりあ

えず、元町町内会の意向をまず分かっていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたししたいと思います。 

　それでは次の質問に移りたいと思います。ふるさと交流センターの冬期間の周囲の環

境について質問にさせていただきます。 

　ふるさと交流センターは１９９３年、道の駅オーロラタウン９３りくべつとして３０

年間、陸別町の顔となり、町民はもとより、多くの観光客を集める施設となっておりま

す。気動車の鉄道運転体験ができる、ふるさと銀河線りくべつ鉄道、宿泊研修施設であ

るオーロラハウス、陸別町で取れた鹿肉製品、山菜、陸別牛乳製品などをはじめとする

ふるさと銀河線沿線１市６町の特産品を販売する物産館、陸別町の開拓者である関寛斎
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資料館、十勝バス北見バス案内所と、観光客だけでなく、道の駅として大型車から普通

車の駐車場も完備した陸別町の観光とビジネスに欠かせない施設となっております。寒

さが売りの陸別町ですので、１月２月は施設前の温度計をバックにして写真を撮る観光

客、トイレを利用して物産館にて買物をして、バスに乗り込む観光客など、今でも多く

の人が利用している状況がうかがわれます。 

　しかし、冬期間の毎年の光景でありますが、カラーコーンを立てて、危険を促すバリ

ケードテープにより落雪の注意を促す光景が目を引きます。鉄道ホームも同様です。鉄

道ホームにもコーンとテープが設置されていますが、今年、気動車を見にホームに出た

観光客の目の前に、雪が落ち、悲鳴が聞こえ、非常に危険な様子を目にしました。この

表も裏のホームも、コーンとテープは人が集まる公共の施設、道の駅としては非常に危

険で、さらに景観が悪いことから陸別町のイメージダウンの一つであると思っておりま

す。イメージダウンどころか、道の駅という公共の施設で、幾らカラーコーンとバリ

ケードテープで危険を促しているとはいえ、落雪によりけがをすると行政も絡んだ大き

な問題となります。オーロラハウスについては、雨漏りも発生していると聞いておりま

す。今後、町長のまちなか再生プロジェクトの中で、道の駅改修などの構想もあるかも

しれませんが、直ちに屋根の改修をすべきだと思っております。 

　今現在、スノーストッパーが屋根の下部の一部についていますが、屋根の鉄板を浮か

せ、雨漏りを誘発させることもありますので、現在はスノーストッパールーフなどとい

う雪止め機能付きの屋根もありますので、危険ですので、まず検討とか協議の段階では

ないと思いますので、直ちに対処していただきたいと思いますが、町長のお考えを伺い

たいと思います。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　今、御説明いただいたとおりでありますが、ふるさと交流セン

ターは平成５年に建設され、当初は鉄道の駅舎を含めた交流の場として建設されており

ます。その後、平成１２年に道の駅、最初から道の駅ではなかったというところは御理

解いただきたいなと思います。道の駅に認定され、ふるさと銀河線廃線の平成１８年ま

で、鉄道の駅と道の駅として、廃線後は道の駅とふるさと銀河線りくべつ鉄道などの観

光施設、そして今議員おっしゃったとおり路線バスの待合場所として多くの方に利用さ

れております。 

　まず一つは雨漏りの件ですが、昨年の夏に改修工事を行いまして、今のところ雨漏り

はしていないということなのですが、なかなか場所を見つけることが結構大変な作業

だったのですが、一応、今ちょっと様子を見ている段階であります。今のところは雨漏

りしていないという報告を受けておりますが、ちょっとまた今温暖化で、雪の関係だと

かすが漏りの関係だとか、もしかしたら出てくるのかもしれないのですが、一応そうい

う状況であります。 

　落雪の問題ですね。この問題については、自分自身も議員をやっていた時代といった
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らあれなのですけれども、観光協会長もやっていましたので、何とかならないかという

ことは言ってきました。でも、どうしても、すごい、お金の問題といったらあれなので

すが、現在もそういう答弁になってしまうのかもしれませんが、やはり建物の形状上の

問題であったりとか、多額の費用がかかるということで、現実的ではないということも

そのときにも説明を受けましたし、今、自分のこういう立場になっても、そこの部分は

人的被害を防ぐしか今ないのかなというところに至っております。 

　そこで、先ほどまちなか再生プロジェクトの話もありましたが、本当にやるのであれ

ば、本格的に道の駅をどうするのだという議論にならない限りは、今のところの屋根だ

けを無落雪にするだとか、いろいろなことに変えていくということは、なかなかちょっ

とそういうことをするのであれば、では、町の中をどうしていったらいいのだという議

論もしなくてはいけないのかというところで、自分ではそこもひっくるめた中の話なの

ですけれども、どうしても予算も絡むことなので、そこは慎重にいかなくてはいけない

ということが正直な気持ちです。 

　そこで、景観ということのところでいくのに、議員から御質問いただいて、いろいろ

考えた中の一つに、ただコーンを張ってテープをということではなくて、それも景観の

一つで、柵だとか、そういうもので見栄えのいいと言ったらあれなのですけれども、そ

こに、しばれくんのマークをつけてみたりだとか、ここから入らないでねみたいな感じ

のものにするだとか、やはり、道の駅の売店のほうありますよね。あっち入り口のほう

も本当に危ないので、あそこにもコーン引いて、本当に入ってきたらいいのかとか、い

ろいろあるのですけれども、あと、構内も議員おっしゃるとおり、あの形状になってい

るので、そっちに行くのも確かですし、中途半端なことで屋根だけ直すとかということ

であれば、本当にやるのであれば、天文台と同じで、どうするかという議論をしなくて

はいけないのですけれども、もう少しちょっと今の面とお時間をいただいて考えなくて

はいけないことかなと。当然、検討するとかそういう話ではなくて、僕自身もその意識

は持っていますし、現場を見て、そういう場面も見たとか、景観的にそうだよねという

ことはそのとおりだと思うので、ちょっとお時間をいただいて、ちょっと考えてみたい

という部分があります。すぐやれることは今の柵的な問題ですけれども、景観重視で何

かできないかということで、今、課と、議員のこういう質問をしていただいたことを

きっかけに考える場面になったのかなと思っておりますので、その辺、御了承いただき

たいと思います。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　４番工藤議員。 

○４番（工藤哲男君）　平成１２年に道の駅に昇格したという話を聞きましたけれど

も、まず、今、あの施設は、りくべつ鉄道の場所でもあります。それから北見バス十勝

バスの中継地点ということもあります。そして関寛斎の資料館ということもあります。

それで公共の場所でありますので、まず、やはり雪を落とさない。冬の間、落ちないよ
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うな、何とかしませんか。実はスノーストッパーを、下のほうだけでなく、全面につけ

てもいいと思うのです。そうしたら全く落ちないので。それで、雨漏りが落ちるという

よりは、上から滑り落ちて途中で止まるから恐らく鉄板が浮くということなので、何と

か、景観のためにもあそこの屋根の雪の対策、これはすぐ考えていただきたいと思いま

す。ということで、もう時間でございますので、私の一般質問を終わらせていただきた

いと思います。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　本当に貴重な御意見いただいまして、ありがとうございます。 

　専門家にあそこは何度も屋根に上っていただいたりだとか、様々な今までの歴史の中

に屋根の構造を直した時期もあるのです。最初の駅舎の写真で、ちょっと見比べるとき

があったら見ていただければ、最初三角になっていたものが、ちょっと屋根の構造を変

えたりとなっております。当然、雪止めをつけて、こういけばいいのだという考えも、

いろいろな案も出しながら建築屋さんといろいろ話しながら、今のところにたどり着い

ていることは事実なのですが、いま一度、今の御意見も聞きながら、この屋根の問題に

ついては、もう一度、こちらで検討させていただきたいと思っております。 

　議員のおっしゃるとおりで、一番の集合する場所なので、景観というものは自分で物

すごくこだわっているところがあって、町というものはお家と一緒ですよと。そこにき

れいなお家といったらあれなのですが、そういう場所に来ていただきたいという部分が

あるので、様々な形で桜を植えていただいたりだとか、いろいろなそういうことで皆さ

んやっていただいているので、その中で、やはりあの入り口に来たときに、コーンが

立ってというものはなかなかちょっと抵抗があるのかなという部分がありますので、何

とか少しずつ、ちょっと考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（久保広幸君）　昼食のため午後１時まで休憩といたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　午後　０時００分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再開　午後　１時００分 

○議長（久保広幸君）　休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を続けます。 

　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　それでは今日は、酪農と林業を生かした地球温暖化対策実行

計画をということで質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

　当町は、昨年３月にゼロカーボンシティを宣言いたしました。これは、環境省が２０

５０年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すと宣言した自治体をゼロカーボンシ

ティとして認定するものであります。脱炭素施策というものは、地球温暖化の原因とさ

れる温室効果ガスの全体の排出量から森林などにより吸収される量を、排出量取引によ

り削減される量を差し引くということで、相殺後の排出量をゼロにしようとするもので

す。地域における脱炭素が成す意味は、地域の成長の機会であり、今ある技術や地域資

源を利用することで経済を循環させ、防災や暮らしの質の向上を目指し、企業、住民が
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一緒になって地域の課題を解決していくことも目的の一つであり、地方創生にもつな

がってくると思います。 

　２０２３年１２月末に環境省が公表しているゼロカーボンシティを宣言した自治体は

１,０１３市町村となっていまして、日本の１,７１８自治体のうち約６０％が宣言をし

ております。当町も美しく豊かな自然環境の保全を実現し、人と自然が響き合う陸別町

を未来に引き継いでいくために、ゼロカーボン宣言を目指すと宣言しています。しか

し、この後はまだ、地球温暖化対策実行計画は策定されていなかったわけですが、この

たび令和６年度の予算で調査、計画策定の事業費が挙がっていました。そして昨日の議

会では、陸別町地球温暖化対策基金条例が可決しまして、５億円の基金の積立てが決ま

りましたので、今後の取組としてどのようなものが本町に合うのか実効性があるのかを

質問させていただきたいと思います。今後、調査していくものも多くあると思いますの

で、分かるところで回答いただけたらと思います。 

　まずは、現状としての本町における温室効果ガスの排出量と町内の総電力使用量、そ

れに対する再生エネルギーの割合はどのようになっているのか。森林等の二酸化炭素吸

収量については算出が難しく、これから計算していくこととなるのでしょうが、２０５

０年までに温室効果ガス排出量をゼロにするという目標を持っているわけですが、そこ

へたどり着く段階としての年度ごとの目標も設置が必要と考えているのか、お伺いいた

します。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　温室効果ガス排出量と町内の総電力量の使用についてというこ

とでありますが、具体的な数字を持っていないわけではないのです。まだちょっと公表

できる段階ではないですし、今おっしゃった実行計画の策定に向けた業務の中で、具体

的な数値を調査していく予定です。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　環境省が発表している令和３年のデータだと、私が調べられ

たところでは、陸別町の再生エネルギーの合計が６,０９８メガワットアワー、区域の電

気使用量が１万２,４２４メガワットアワーとなっていまして、比率的には太陽光パネル

などで４９％ぐらいが再生エネルギーが町の電気量に対して占めているということでし

た。これは昨年から動きましたバイオガスの７２０キロワットの分は入っていませんの

で、きっと今ではかなりの高い比率で再生エネルギーの生産が行われていると思いま

す。 

　そして今後のスケジュールについてお聞きしたいと思っております。ゼロカーボンシ

ティ宣言から１年がたちまして、その間にバイオガスエネルギーが順調に発電し、売電

していますので、先ほども言いましたけれども、本町の再生エネルギーの比率も現在は

かなり上がっているかと思います。それでも、温暖化対策実行委員会の区域施策編はで
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きるだけ早い策定が必要だと思います。その内容は地域資源の有効活用、地域の再生エ

ネルギーの活用による地域経済への効果まで検証して実行できる施策が不可欠でありま

す。 

　この計画策定に向けて、大学や研究所など、また企業などをアドバイザーとして協力

してもらう考えはないのかと、いつ頃の策定を目指して取りかかるのかお伺いいたしま

す。それともう一つ、この計画を評価してもらう何らかの機関の設置については、どの

ようにお考えかもお聞きいたします。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　まず、実行計画策定のスケジュールと諮問委員会の設置とかと

いうところまでいったということですね。 

　地球温暖化対策実行計画策定のスケジュールですが、現在、令和６年４月末の締切

り、５月末に結果公開が想定される国の令和５年度補正予算に係る補助金の申請準備を

今しております。この補助金の交付決定を受けて、委託業者を選定し、令和６年６月に

業務を開始し、１２月をめどに計画素案を作成。そしてその後、パブリックコメントを

行い、令和７年４月に策定を見込んでおります。ここがスケジュールです。 

　それと諮問委員会の設置ということで、計画策定に当たり、町民の意見を反映するた

め、各団体の代表者を構成員とする協議会を設置し、３回程度会議の開催予定でありま

す。諮問委員会については、今のところ設置する予定はありません。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　１年後に策定予定ということで、これからの取りかかりにな

ると思います。今、協議会の設置の話もしておられましたので、ぜひ、この技術という

か、それは日々変わっていくものですので、できるだけ新たな意見を取り入れながら、

大学や研究所などとも話し合いながら計画をつくっていっていただきたいと思っており

ます。 

　そして、この温暖化対策実行計画を策定するに当たり、やはり、企業はもちろんです

けれども、町民や役場の職員も一緒になって、これから目指すものを理解する機会を持

つことも必要だと思っております。今はＳＤＧｓという言葉がいつも飛び交っています

が、実際のところ、たくさん項目はありますけれども、自分に関わるものやできること

を理解することはとても難しいです。先行地域では次々と話題性のある取組が紹介され

ていますが、せっかく、地球の未来のために取り組むことですから、皆さんが希望や楽

しみを持って、自分もその一助となれるように環境づくりの学びの場や、多世代で構成

するプロジェクトチームをつくるなど、さらには担当課の配置なども町民全体の機運を

高めていただきたいと思いますが、このような配置などは担当課をつくるようなことは

考えていらっしゃるのかお聞きいたします。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　専門の担当課という話でありますが、今、町民課でやっており
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ますので、そこで今十分対応ができている状況かと思っています。今後、協議会等を開

きながらとか、様々な場面が来ると思いますので、まずは今、私の思いもありますの

で、どういうような形の、陸別町としてやっていくのかというところも、大まかなとこ

ろを作って今指示しているところであります。 

　町民の皆さんとというところでありますが、あまり難しいようなことを取組とかを最

初の入り口には考えていないので、まずは生ごみの削減をして二酸化炭素だとか町民一

人一人が参加しているのだという雰囲気を自分的にはつくっていきたいと思っていま

す。先行地域でいろいろなことをやっていることは、十分首長さんたちといろいろお話

ししながら承知しているところなのですが、あまりにも世界だとか日本だとかというこ

とでなく、まず、お家で何ができるのかとか、節電のこともそうですし、ＬＥＤ化する

こともそうですし、そういう小さなことから始めていって、この町の温暖化とかこれか

らの二酸化炭素の問題というものをやった奥に、こういうようなゼロカーボンになっ

て、カーボンオフセットの話もいろいろ出てくると思うのですけれども、そういうもの

を達成したときにどういうことが陸別町の利益になっていくのかというところを視点に

置いて、今やっています。 

　その中に、いろいろな二酸化炭素の計算だとか吸収量とか、様々な計算も出てくると

思うのですけれども、その中でどうしていいかというところになっているので、今ゼロ

ベースで始めているわけではなくて、きちんと数字は計画の中で出していくということ

なのですが、様々なところ出てから、その専門だとかそういうものに。陸別の規模でや

るのに、専門のところを置いてどうなのかというところもありますし、今は町民課で十

分、議論もやれて、当然、森林とかそういうものに、山のことになれば、産業振興課と

もきちんと連携も取ったりとかということは、僕自身が今のことだけではなくて、課を

越えてというところで連携を取ってやっていけると思いますので、その辺は、今は考え

ていないのですが、貴重な御意見だと思います。そこで専門の課をつくってということ

は。それはちょっと頭の中に入れながら進んでいきたいと思います。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　今、町長が答弁いただいたように、やはり、小さなことから

進めて町民に浸透させていくことが私も一番だと思っていますけれども、そういう浸透

させるいろいろな理解を深める活動を積極的にやっている町もありまして、講習会だ

の、ゲーム式の地球にとって何がいいかとか、そういうカードゲーム的なものとかあっ

たりして、職員同士でどんな町がいいのか話し合うとか、そういう小さな積み重ねか

ら、陸別に利益がつながるものになっていくと思いますので、今後、それは担当課、課

を越えた仕事として、これから進めていってほしいと思います。 

　それでは、家庭に対するカーボンニュートラルのことは後からももう１回質問します

ので、次に入らせていただきます。 

　昨年１１月にスイスで開かれた水銀に関する水俣条約会議で、２０２７年１２月の蛍
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光管製造禁止が決定しました。３年後のこととなりますが、本町における公共施設のＬ

ＥＤ化の状況と今後の計画についてお伺いいたします。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　公共施設のＬＥＤ化の状況と今後の計画ということであります

が、公共施設については順次ＬＥＤ化を進めていて、この議場もそうです。診療所、保

健センターの一部などはもう実施済みです。令和６年度は、ふるさと交流センターや消

防署の車庫と中学校体育館など実施の予定であります。令和６年度末で街路灯は１００

％、防犯灯は８９％の進捗率となります。施設の状況を集計したものはありませんが、

地球温暖化対策実行計画の中で調査、集計されるものと思っております。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　かなり陸別町はＬＥＤ化は進んでいるということですけれど

も、これは電気料金の高騰や脱炭素対策のために各自治体が急いで取り組んでいること

だと思います。多くの公共施設を抱える町では、物や工事士が確保できないという問題

もあったりして、あと３年後までに全国全てＬＥＤ化にするということは難しくなって

きていますし、物や工事士さんの争奪戦とかもありますけれども、陸別町はその心配は

ないと思いますけれども、今大きな施設はほぼＬＥＤ化になっているようですけれど

も、町内の施設、今これから計画の中で調べていくと思うのですけれども、多くの小さ

な施設や、本当に細かいものもあると思いますので、数年以内に完全にＬＥＤ化を必須

にしていただきまして、省エネに取り組んでいただきたいと思っております。 

　また、次に公共施設の省エネ対策として、昨年１月に改定されました陸別町公共施設

等総合管理計画では、脱炭素化の推進方針が挙げられています。これは今後の施設更新

の際は、新エネルギー機器の導入や断熱構造等による省エネルギーに配慮したものを検

討するとともに、既存の施設の冷暖房機、照明機器についても省エネ型の機器の導入を

進めることで脱炭素化を促進しますとしています。本町は極寒の寒冷地ですので、断熱

構造は不可欠だと思いますが、昨年でいえば、庁舎のトイレ、給湯、タウンホールの冷

房、新町団地が改修されていますが、省エネを意識して、機器を選定したものがあった

のかをお伺いいたします。 

○議長（久保広幸君）　暫時休憩します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　午後　１時１６分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再開　午後　１時１７分 

○議長（久保広幸君）　休憩前に引き続き、会議を開きます。 

　本田町長。 

○町長（本田　学君）　今までの省エネの機器に関してはそういうものを全て使って

やってきております。今後は、設備工事に併せて脱炭素化の取組をしていきたいと思い

ますので、当然そういうもので全部更新していくということ、そして今までも全てとい
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うかやってきております。タウンホールのエアコンとか、そういうものは全部省エネの

ものでやっております。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　今、町長が答弁されたとおり、今後建設するもの、教育施

設、公営住宅など公共施設においては、再生エネルギーの仕様設備か省エネ対応の機器

の設置は必須であると思っております。 

　公営住宅にも太陽光パネルを設置して、電気の使用料金を抑えることもできますし、

公共施設を今後更新するときは、再生エネルギーの導入、省エネルギーを第一に念頭に

置いて取り組んでいかなければならないと思っております。 

　これには国の支援もありまして、地域の脱炭素化事業に取り組む自治体を複数年にわ

たり継続的に支援する地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を創設しているほか、自治体

が脱炭素の取組を計画的に実行できるよう公共施設等適正管理推進事業債の対象事業に

新たに脱炭素事業を追加しています。これらの支援には、太陽光発電設備の設置や省エ

ネルギー改修、ＬＥＤの導入などが挙げられますが、交付税措置がありますので、本町

の施設一つ一つを確認しながら、有効な地球温暖化対策策定をお願いしたいと思ってお

ります。 

　公共施設に太陽光発電を設置しているところはないと思うのですけれども、今後は、

公共施設のみならず公営住宅にも設置をして、調べますと、公営住宅等ストック総合改

善事業脱炭素社会型というところには公営住宅に太陽光パネルをつけて、その一部を共

有部分に利用することで補助があるというものも出てきていますので、今後、公共施設

に太陽光発電システムを設置する考えはないのか、もう一度、町長の御意見をお伺いし

ます。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　公営住宅の省エネ対策でよろしいですか。 

○５番（中村佳代子君）　それと公共施設の今後の建設の場合の太陽光パネル。 

○町長（本田　学君）　まず、公営住宅に関しては、今までの基準より変わりましたの

で、引き上げです。同整備の基準の引き上げとともに、その太陽光発電の原則設置とい

うことになっておりますので、今後建てる公営住宅に関しては、そういう設置というこ

とになっていくということです。そういう基準です。そういうふうに変わりました。そ

ういうふうになりました。ただ、今までのものはそのままのことで、基準も上げられ

て、太陽光発電をつけるということであります。 

　公共施設に関しては、これからプールだとか様々な議論になっていくと思うのです

が、そのときそのときでちょっと判断をさせていただきたいと思います。そういうルー

ルに基づくものに関しては、原則そのルールに従って建てていくことになります。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 
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○５番（中村佳代子君）　今後、新しい建物ということでしたけれども、もし既存の施

設も修繕などで改修することがありましたら太陽光パネルをつけたり蓄電設備をつくる

なり、町でも停電にならない施設づくりというものも考えていってほしいと思っており

ます。 

　次に、家庭での省エネについてですけれども、２０５０年のカーボンニュートラル実

現へ向けて、家庭での省エネを強力に推進する必要があるとして、省エネリフォーム推

進強化で住宅の断熱性の向上のための改修や、効率のよい省エネ給湯機導入などの支援

を進めています。経済産業省では、住宅の断熱性向上のための先進的設備導入促進事

業、環境省では、断熱窓への改修促進等による家庭部門の省エネ・省ＣＯ２加速化事業

がありまして、高い断熱性を持つ窓への改修費の２分の１、上限２００万円というもの

も出てきております。本町では、移住定住促進住宅補助金がありますけれども、この町

の補助金と併せて使ったような例があったのかお聞きいたします。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　国の補助金事業等については町を経由していないので把握はし

ておりません。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　この事業は登録した事業者で改修を行った場合のみの採択と

なっていますけれども、町民に有効な補助金もありまして、今後両方を使って住宅改修

をする人も出てくるかとは思うのですけれども、町の移住定住促進補助金について私の

考えを申したいのですけれども、改修の部門については、老朽化やバリアフリーなど住

んでいる人に対応したリフォームですので、このままでいいとは考えていますけれど

も、新築の補助金の条例を新築とリフォームと二つに分けて、新築は太陽光パネルや蓄

電池をつけるなどそういうものを義務化にするような思い切った対策も考えられます

が、例で言えば東京都が来年２０２５年から一軒家の太陽光パネルの設置の義務化が決

まりましたけれども、本町はそのような思い切った政策は考えておられないかお聞きい

たします。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　条件の変更については考えておりません。というのは、この移

住定住の関係の１０年住んでいただくだとか、そういう条件の趣旨がやはり違うので、

それはそれとしての中で、今、東京都の例も出ましたが、太陽光パネルをつけたらと

か、もろもろの条件等をつけてプラスしてという話だと思うのですけれども、これはこ

れでまず考えていただいて、そういうものに対してのものはまた少し吟味しないと、結

局補助金出ますからということなのだけれども、それを建てることによって、金額も余

計にかかりますよね。それに対してどれだけ出すのだという話にもなると思うし、その

ことを使うことを条件でつけると、それをつけないと、この定住のところとちょっとず

れが生じると思うのです。それはちょっと分けて考えたいなと思います。それをセット
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でやると、本当にそれをつけなくても定住したいという、屋根の改修だとか様々な新築

のものに対しても、それをやらないと、これは出ませんという条件をつけると、なかな

か難しいのかなというところです。幅広く、やはり定住してもらうための政策の中にい

ますので、それはそれとして考えて、プラスアルファで、もしそういうものが陸別も太

陽光の補助金もありますし、そこには蓄電池の議論も前、いろいろさせていただいたの

ですけれども、本当に５０万円でいいのかとか、今の金額からいってどうなのかという

別な議論でいって組み合わせていくということが一つのやり方なのかという今認識でお

ります。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　太陽光パネルについては、金額もかかりますし、新築する場

合はまたそれプラスアルファの金額がかかってきますので、ちょっと新たな補助金をあ

げるなど考えていかなくてはいけないのかと思いますけれども、今、既存のものはいい

としても、これから建てるものはぜひ何かそういう自然に優しいものにしていただきた

いという気持ちもありますし、でも、それをするには町の施設が何も太陽光関係をやっ

ていないとなると、町民にそれを強制するような話にはなりませんので、順を追って今

後考えていっていただきたいと思います。 

　そして次に、暮らしの中での省エネ対策で、先ほども話に出ましたけれども、また、

町民と一丸となって脱炭素社会に取り組んでいきたいと思っております。これは省エネ

対策、資源の循環については分かりやすく町民の人が自分の行動で、何が変わるのか、

また自分が出しているＣＯ２排出量などが分かるような数字も含めたガイドブックなど

をよく出している町もあります。そして、さっきも言いましたけれども、ワークショッ

プなどの開催もあります。例えば、一人一人がカーボンオフセットと心がけて、今日は

１日テレビを長く見たから、歩いて買物行こうだの、健康増進と併せた取組もできると

思います。ゼロカーボンというよりはＳＤＧｓの項目の中から、生活に密着したものを

理解してもらう活動が大事ではないでしょうか。 

　今している自分の行動がどんなエコにつながっているのか考えられて、そして得する

ことがあるなら脱炭素という何か面倒で難しいことも楽しく取り組めるようになるのか

と思います。 

　それで、まず家庭から楽しみながらも積極的に取り組みたいと思いますが、生活の中

で具体的に温室効果ガス削減のための省エネ家電購入、エコカー購入ということもあり

ます。省エネ家電購入の補助は道内でも８市町村で行っていまして、購入後１０年が経

過した家電を省エネの商品に買い替えるときに１万円から３万円の何らかのキャッシュ

バックがあるというものです。電気自動車にしても自治体が独自で補助事業を行ってい

るところもあります。本町では日産車購入の補助制度もありますが、この制度の経緯は

理解しておりますが、メーカーを問わずＥＶ車両購入に対しても補助をしてもよいのか

と思います。省エネ家電とＥＶ車両購入についての補助についての町長の見解をお聞き
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いたします。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　日産車の話は、ここであえてすることでは、僕の考えは変わっ

ていませんので、エコカーとかそういうことではなくて、こういうところ、日産車に限

らずということ自体は僕は別な話で、日産に対しては多分経緯も分かっていてというこ

となので、前回もお話しさせていただいているのですけれども、エコカーに関しては、

これと分けて考えていきたいということも答弁もさせていただいております。これが

メーカー問わずになるのか何かとか、それをしたらいいのかということも、今持ち合わ

せていません、正直言って。日産、今回の予算も提示させていただいていますが、やは

り、地域貢献とか陸別にテストコースがあってという入り口なので、エコカーがどうだ

こうだということは御承知のとおりだと思いますし、そこら辺を車のことに関して、全

メーカー、このエコに関して補助を出すとか出さないとかというところは今はまだ考え

ておりません。 

　それと、エコ家電の補助につきましては、様々な冷蔵庫だとかテレビだとかという形

で、ほかの町のやっている事例ももちろん聞いております。どうしても一番こだわりた

いことは地元で買っていただきたいという思いがありますので、今後、今回のごみ処理

機もそうなのですけれども、いろいろ商工会等々ときちんとした形で打合せをして、ど

ういうところにたどり着くのだということをやはり考えながらやらないと、よその町に

行って買っていただいて、オーケーなのかという話になったときに、やはり、この政策

はどうなのだと。脱炭素のことだから、どうなのだということではなくて、それに特化

していくことではなくて、きちんと経済のことも考えながら、バランスよくいかないと

いけない話なのかと思っていますので、今ここでどういう結論にするかということは持

ち合わせいないことが今の現状であります。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　町長の今の答弁、私もとても理解しています。陸別町はかな

り割合のいいプレミアム商品券も出していまして、それも町民の方に大変喜ばれていま

す。でも、その一部が固定費に回されていて、実際購入しているお金は、その分上乗せ

して外に出ているのではないかという、何かそういう疑念ではないですけれども、そう

いうこともあるのかなと思っていますので、物として町内で買う、そういう支援のため

にもやはりまた一歩踏み出した、エコに、再生エネルギー、脱炭素に一歩踏み出した町

の施策をこれから商工会などとも検討しながらやっていただきたいと思います。 

　それと前後したのですけれども、プラスチックごみの削減も大事な取組の一つです。

本町のごみの分別は早くから取り組んでいまして、町民の皆さんしっかり行ってくれて

おります。それで、リサイクルもしっかりされていると思います。そして本町はとても

イベントが多い町で、そのたびにたくさんの売店が出店しまして、おいしいものを食べ

たりすることもイベントの楽しみの一つではありますが、その使い捨ての容器のほとん
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どがプラスチック製品です。最近では、ほかの町のイベントへ行っても、プラスチック

の容器の使用はかなり少なくなっていると思います。ゼロカーボンシティ宣言をした当

町が、あのようなごみを出すことはちょっといかがなものなのかなという気もしており

ます。でも、売店側としては環境に配慮したものは森林認証を受けた容器は単価がとて

も高くて、半分ボランティアで安価で提供している出店者がそれらを利用することは商

品の値段に転嫁しなくてはいけなくなります。町内の人たちが気軽に地元のイベントを

楽しんでもらいたいという気持ちで出店しているのに買い渋るのでは本末転倒です。こ

の環境配慮の容器購入の一部を補助して、出店者に利用してもらえることでイベントに

参加している人たちにも見える形のカーボンニュートラルになり、町民の理解も深まる

のではないかと考えますが、町長もたくさんのイベントを作り上げてきた立場として、

どうお考えになるのかお聞きいたします。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　プラスチックごみの削減等々は本当に陸別町は一、二を争うと

いってはあれなのですけれども、分別の仕方が厳しくて、資源ごみは足寄のクリーンセ

ンターに持っていってやっているところで、本当に皆さんの協力を得て、ごみ分別を

やっていただいているのかなと思っております。 

　今、一番大事な質問はイベントの容器の問題ですが、それをやったところで、その後

のごみ処理をきちんとしないと、ごみの分別ですね。そのイベントの最終末のごみの今

の分別の仕方だと多分、せっかくそうやってやっていても無理な状況でごみが持ってい

かれている状況にはなっているのかと思います。それと売店の利益の問題だとか、それ

をするとという話になるのですけれども、もう少し内容を見極めないと補助を出したい

だとか、出したくないとかの問題の前に、どうやったら皆さんの売店、もしそれを出す

としても平等性が保たれていくのかなと。たくさん売上げがある人にも少ない人にも一

律で渡せばいいのかとか、使った分だけになるのかとか、いろいろな把握の仕方があっ

て、そこがちょっと浮かばないところなのですが、考えていることは多分同じことを考

えていると思うのですけれども、貴重な御意見としていただいて、ちょっとこういう売

店のケースだとどうなるのかということをもう少し研究しないと、ここに一歩踏み出せ

ないということが今の考えです。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　この現状をもうちょっと把握して調べないと、簡単にお金を

出すという話にならないことは分かっていますけれども、とりあえずプラスチックごみ

がわんさか袋に入っていて、これを結局どっちも燃やすことになるのかもしれないです

けれども、そこに出てくるＣＯ２の量が全く変わってくると思いますので、再生エネル

ギーの地球温暖化対策のために、町のイベントは顔ですので、そこでは、カーボン

ニュートラルの気持ちが皆さんに伝わるように取り組んでいってほしいと思っておりま

す。 
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　次に、バイオガスとカーボンクレジット、森林環境譲与税についてお伺いいたしま

す。本町のバイオガスプラントが稼働して発電を始めて１年が過ぎ、いろいろと不安や

トラブルもありましたけれども、現在は安定した発電ができており、売電も予定どおり

に行われているところです。余熱の利用に関しましては、一度ならず、同僚議員からも

いろいろな提案がされていますが、この部分に関してはやはり、町が主導になっていく

部分だと思います。町長は慎重に検討していくと答弁しておりますが、私は今ここに新

たな施設を建設して、数年後の利益や地域の新たな産業と特産物の創出に取り組むこと

も一つであるとは思うのですけれども、私はこの地域で発電した電気を町内で循環させ

ることを一番に考えていただきたいとずっと思っております。それこそが持続可能なま

ちづくりですし、地域における資源の循環、ゼロカーボンの考えの基本の基だと思って

おります。現在は、株式会社アトラスがＦＩＴの契約で、北電へ売電を行っています

が、このＦＩＴ契約には売電量の下限と上限があるのかと、この契約は町が結んでいる

のか、アトラスが結んでいるのかお伺いいたします。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　先ほどの質問の中で、プラスチックごみを燃やしていると議員

はおっしゃったのですけれども、プラスチックごみは燃やしていません。売店のものは

持っていってもらってということになっているのですけれども、基本的にプラスチック

ごみは燃やしていませんので。 

　今、バイオガスエネルギーの関係のことですね。それで、現在取り組んでいる畜産バ

イオガス事業における発電された電気のことですよね。これは、一部構内で利用する以

外は全量北電に売電しているため、町内の公共施設では利用できないというか、そうい

う契約です。まず、そこはそういうことです。構内の一部には使っているのですけれど

も、それは全て売電するという契約が、ＦＩＴ法の中にありまして、それはそういうこ

とです。まず、そこを御理解いただきたいなと。７２０キロワットのことですね。下限

は設けていないのですけれども、７００キロワットで申請をしています。下限という考

えはないのですけれども、例えば、ふん尿が少なくなったりだとか発電量が少なくなっ

たりして下がったままになると、もし５００となったときには５００でいかないと、申

請を変更するというだけのことなので、今、マックスでいくために７００キロでやっ

て、その中で今、赤字というかの状況です、正直言って。なぜ、余熱のことだとか、

様々な前回も質問をいただいたのですが、今、建物を建ててだとか、余熱を使ってだと

か、考えていないわけではないのですけれども、今ここの場面に来た、このバイオガス

事業を、どうやって維持するかということ自体が今、先の話で、これがちゃんと普通に

動いていって、発電した奥にあるのですけれども、では、その前にちゃんと考えたらい

いということは、それは当たり前の話なのです。それをダブルでいくということは、な

かなか危険なことで、今のことを２０年やろうとしていることだけですら、赤字補填だ

とか、これからいろいろなことが出てくるような状況が今のバイオです。 
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　僕の考え方は、今のバイオを核として、これは無駄なことではなくて、お荷物でもな

くて、そういう考えの中に、これは陸別町の核となる、このバイオマス事業ですよとい

うことを申し上げさせていただいているのです。その中で、今、カーボンニュートラル

だとか言われている、この陸別町のまちづくりは、この一番、利別川の上流ですし、や

はり、一番きれいな水を流さなくてはいけないだとか、いろいろな環境の問題の中か

ら、このバイオでいこうというところに自分は考えています。当然、その中で軌道に

乗ってきて、今から７年後には債務超過が終わる予定ではいるのですけれども、その間

にまた新たな事業をやって、どうだこうだとなると、これは本当に一遍に共倒れすると

いうことが自分の商売的感覚の中にありますので、まるっきり何も、熱のことも、夢も

いっぱいありますし、考えていないわけでも何もないです。それを今、同時進行はなか

なか難しいです。今のこの一つの事業をやはり軌道に乗せるだけでも今、大変なことな

ので。そこを御理解していただきたいなと。 

　それとＦＩＴ契約ですね。これは町ではなくアトラスです。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　今日は町長も、バイオガスを自分の政治生命をかけてやって

いるみたいなことを、これがまちづくりの核になると何回もおっしゃっていて、私もそ

のとおりだと思っています。これから、温暖化対策を進めるにしても、まちづくりをす

るにしても、ここがキーになってくると思うのですけれども、私、下限のことを聞いた

理由は、私は小規模電力事業者をつくって、町内で電気を循環させたらどうかと、して

ほしいと思って今聞いたのです。それで、もし契約に下限があるなら、その分だけは北

電に売って、あとは町内で循環して、庁舎や公共施設、学校などで使えるようなシステ

ムをすることで農家さんたちの電気代も抑えられるし、公共施設の電気代も抑えられて

いいのではないかと思ったのですけれども、このＦＩＴが契約している以上は、その間

は、それはできないということですので、ほかには売れないということだと思いますの

で、今後、またその夢がかなう日が来てほしいと思っております。自分の町でできた電

力を使って、自分たちが生活するということを体験できるようなシステムをつくってい

ただきたいと思いますし、こういう牛のふん尿から、捨てるものからできた電力を使っ

た学校で育った子供たちはきっと、今後エネルギーの在り方を理解して、自分たちの行

動が未来を変えられると感じられると思いますので、今後何かのときはそういうことも

実現していく方法で考えていただきたいと思います。 

　次に、当町の広大な森林を生かす取組についてですけれども、カーボンニュートラル

実現には温室効果ガス排出量の抑制と吸収量を増やさなくてはならず、森林の保全整備

にどのように取り組んでいくのか、森林環境譲与税事業の今後の進め方、そしてＪ‐ク

レジットについても温暖化対策実行計画が策定された後は、このシステムを利用して、

売却益を財源にして、さらなる省エネ対策へと投資していくのかお聞きいたします。 
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○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　Ｊ‐クレジットの関係と森林保全ということでありまして、Ｊ

‐クレジットの活用については地球温暖化対策実行計画策定に当たり、利用可能なエネ

ルギーや二酸化炭素の吸収量などについて調査していきたいと思っております。 

　議員おっしゃるとおり、そういうものも視野に入れながら、Ｊ‐クレジットのことも

当然そうですし、吸収量の問題もありますし、排出量とのバランスの中に、陸別は今ど

の位置にいるのだということから入っていって、進んでいかなくてはいけないというこ

とは、それはそのとおりだと思います。 

　それと、町有林については、国の森林環境保全事業により、計画的に植栽、間伐等を

行い、また私有林についても、国の事業に加え、道、町の助成を入れながら、所有者の

負担を減らし、森林育成の意欲を持っていただけるように取り組んでいます。 

　今一番問題なことは人手不足です。やはり、植栽、植えていくということをしていけ

ば、なっていくと思うのです、今のバランス的なことがなっていって、カーボンニュー

トラルという意味だと思うのですけれども。やはり、仕事はあります、正直言って。だ

けれども、その計画でいかなくてはいけないということは、やはり人が足りなくて、も

うこれだけ植える場所がありますよといっても、いけないということが今なかなか歯が

ゆいところであります。そこにビジネスチャンスがあるのに、今それが問題になってい

ますね。ビジネスチャンスがあるのに人手が不足していてというところだと思うので、

ここは、次の議員さんの質問にもいろいろなってくるので、そこでまたいろいろ議論に

なるのかなと思っていますが、そこが一番やはり問題視されているところであります。 

　いずれにしても、森林環境譲与税は今も担い手対策として様々な形で陸別町は他の町

と比べるわけではないのですけれども、有効に使わせていただいております。当然、森

林の町だということなので、従業員の方とかそういう方に様々な形で使わせていただい

ているので、議員おっしゃるとおり、そういうものも活用しながら、今のゼロカーボン

に向けてということでいきたいと思っております。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　町長の目指すゼロカーボンシティというものを今日はお聞き

してきましたけれども、温暖化対策の取組は今後もずっと継続されていく課題と思って

います。将来につけを回さない努力もしていかなくてはなりませんけれども、同時に夢

があるものであってほしいと思っております。次々と今新しい技術が生まれる中で、町

長には当町に合うものを積極的に取り組んでチャレンジしていってほしいと思います。

来年の７月によりよい計画ができることを待っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　目指すゼロカーボンシティとはというところになると思うので
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すが、今回の最大のテーマではないのですけれども、自分でまず入り口として今お話し

することを職員等々に言って今進んでいるところなのですが、すぐにできることと、長

く時間をかけてできることを見極めて、小さな町であることを利点に町民の皆さんと一

緒に取り組みたいと思っております。大きなパフォーマンスをするのではなく、高齢者

でも取り組めるような、先ほども言いました、まずはごみ等です。先ほどのプラスチッ

クごみの問題だとかいろいろあるのですが、身近なところで町民の皆さんと自分も参加

しているのだという、そういうことが感じられるようなことを進めていきたいと思って

おります。こつこつ小さなことをやっていって、その奥にはということになるのです

が、町民のために必要なことであれば、大きな事業、当然、この計画ができれば、様々

な補助金をもらったりだとか、そういうことも今視野に入れてやっていこうと思ってい

ますので、先ほどから言っているめり張りのきちんとついたところ、そして皆さんと一

緒にやって、温かい何かそういうところに行きたいということが思いであります。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　それでは、教育長の質問に移らせていただきます。 

　カーボンニュートラルの実現へ向けた取組は、事業者や公共機関だけではなく、家庭

からも強力に推進しなければならないので、学校教育における環境問題についてお聞き

いたします。 

　小中学校において、将来の脱炭素の実現が考えられるようになるための学習の必要性

やごみの分別やリサイクルの意識、中学校ではＳＤＧｓを題材にしたものや再生エネル

ギーをテーマにした教育や取組がなされているのかお伺いいたします。 

○議長（久保広幸君）　有田教育長。 

○教育長（有田勝彦君）　陸別町の総合計画にも出ておりますけれども、２０３０年ま

での持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標。これがＳＤＧｓというふうに捉

えています。この１７の示されているゴールから構成されているということになります

けれども、この中で、質の高い教育をみんなにという、ここが基本的な考え方になるの

かなと思っております。小中学校とも、この実現に向けて、教職員、日々、研鑽を積ん

でいるという状況であります。 

　先に中学校のお話をいたしますけれども、１７のゴールのうち、「質の高い教育をみ

んな」に、それから「ジェンダー平等を実現しよう」。この部分については、今後、制

服等についても見直しをしたいと考えている。それから、「エネルギーをみんなに、そ

してクリーンに」という部分については、理科の環境に関わる分野での授業。それか

ら、「働きがいも経済成長も」、それから「陸の豊かさも守ろう」という部分について

は、町内での各企業の協力によりまして、職場体験学習などによって取り組んでいる状

況かと思っております。それから、「住み続けられるまちづくりを」という部分につい

ては、陸別学を基本としておりますけれども、議会の協力をいただきまして、町議会で
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の提案、模擬会等を活用しておりますので、そこに向けて取り組んでいただいていると

いう状況かと思っております。 

　また小学校については、各教科での環境教育に関わる学習活動に取り組んでいますけ

れども、部分的になりますけれども、節水だとか節電などの資源の有効的な活用、それ

から総合的な学習の時間の中では、身近な環境との触れ合いから環境に関心を持った

り、環境保全についての知識や理解を深め、地域を大切にしようとする心を育てる活動

に取り組むということで、酪農体験でありますとか森林学習とか、それから最近は出前

授業で特に凍結深度、陸別は寒いですので、土の中のしばれる深さ等を測定をしてと

か、それから海水が二酸化炭素を吸収したり放出する実験をして地球温暖化についての

学習にも取り組んでいる状況であります。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　今、いろいろな学習での取組について説明いただきました。 

　陸別町の学校、本当に教育には柔軟な姿勢でいろいろなことにどんどん取り組んでも

らって、とても子供の情操教育には役になっていると思います。これがエコな考え方

を、子供たちが学校で学ぶことによって、省エネに対しての考え方が家庭にまでも届く

のではないかと思っております。今後、この地球温暖化の影響を一番受けるのは今いる

子供たちだと思っていますけれども、自分たちのためや社会のために、子供たちが環境

問題をいろいろな角度から教育の場で学んでいってほしいと願っております。 

　私の質問は以上です。ありがとうございます。 

○議長（久保広幸君）　有田教育長。 

○教育長（有田勝彦君）　世界的にも環境問題はとても大切な題材だと思っておりま

す。今も、議員と町長の議論の中で陸別町地球温暖化対策基金の創設から、またそこか

ら実行計画が策定されていくのだということでありますので、ここの部分については本

町ではバイオガスプラントがすでに稼働している状況でありますけれども、ここの意義

と施策について学ぶことはとても大切、重要なことであると理解しております。日頃、

子供たちがごみの分別だとか、節電だとか節水の部分についても、子供たちが日頃から

取り組んでいることが、こういうＳＤＧｓ、再生エネルギーの関係で貢献しているのだ

という実感を持っていただくことも大切なのかと思っております。そういう思いを持っ

た子供たちが今後、社会で活躍していただくことを願っております。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　２時５分まで休憩いたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　午後　１時５５分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再開　午後　２時０５分 

○議長（久保広幸君）　休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を続けます。 

　１番濱田議員。 
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○１番（濱田正志君）　それでは、私の一般質問を始めさせていただきたいと思いま

す。 

　今回は、陸別町公式ＬＩＮＥの導入についてという題で２点ほど質問させていただき

たいと思います。 

　一つ目として、当町におけるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の取組につ

いてということでお伺いしたいです。国においてもＤＸを非常に今推進されていまし

て、各町様々な取組をされている現状であります。当町における取組はどのようなもの

か伺いたいということと、当町でそういうＤＸのニーズが外から上がってきているの

か、庁舎内からも上がってきているのかということを鑑みて想定される取組などはある

のかということを１点目でお聞きしたいと思います。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　行政内部から始めるものとして、事務の電子化です。これは令

和６年度で電子システムの全国共通化ということでやってまいります。それと、ペー

パーレスの関係です。これを推進していきたいということであります。 

　それで、すでに取り組んでいるものとして、学校教育でＩＣＴの活用、そして保育所

ではキッズリーアプリといって、それを使った情報連絡ツールを使って、保護者とか先

生の形を、やっているところであります。今後の予定として先ほど来説明させていただ

いておりますが、スマートメーターですね。これは陸別町でＤＸに対して、様々な、ど

ういうふうに進んでいったらいいのかというところの、まず入り口で、みんなが共有で

きて簡単にというか、操作しなくても、こちらからつけて、どういう状況なのかという

ことと、作業の効率化を図るためにというところで、まずスマートメーターということ

であります。 

　今後、さらに発展させるものとしまして、マイナンバーを活用した手続の簡素化とい

うことであります。３月５日の政府の閣議決定ということで、マイナンバーカードの氏

名や住所、顔写真といった情報をスマートフォンに掲載できる仕組みを盛り込んだ関連

法案を決定したということでありまして、様々な銀行口座の関係だとかマイナンバーが

なくてもできるというところに、いろいろな情報は日々入ってきます。その中で、陸別

町はどういうふうな道を歩むべきかという、多分そういうところのお話になってくるの

かと思っていますが、情報は様々な情報が入って、今後こういう展開をしていったらい

いだろうなということは頭にはあるのですけれども、やはり、行政のトップがここで皆

さんでやりましょうといったときに、どういうリスクなり様々な、費用面なりというも

のをちょっと勘案しながら、このニーズとバランスって、いろいろあると思うのですけ

れども、そのような考えで今現時点でいるところであります。 

○議長（久保広幸君）　１番濱田議員。 

○１番（濱田正志君）　回答ありがとうございました。その先の話ということで、今回

私の表題にもあります、ＬＩＮＥの公式アカウントというものを陸別町で導入する考え
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はないかというところでお聞きしたいと思います。 

　現在、行政向けのＬＩＮＥ公式アカウントの導入は十勝の中でも約半数ほど導入され

ているという実績があります。その中で、令和３年４月３０日なのですけれども、

ちょっと古い記事になるのですけれども、総務省より提示された、連名でほかにも団体

はいっぱい入っているのですけれども、報道資料によると、政府関係でもＬＩＮＥ自体

は７８％が各機関で利用しているという回答が挙がっております。地方公共団体におい

ても６４.８％です。これは町とか市とかの団体ですので、そこでの回答率も１００％と

いうものが載っております。ということは陸別も回答してるということなので、今、こ

の中６４.８％、令和３年ですので、それから２年ほど、今年令和６年になっていますけ

れども、またさらに数字が上がっているものと考えられます。そうした中で、ＬＩＮＥ

公式アカウントを導入することで、町民の生活と様々な先ほど言われたように行政の手

続を簡素化することにつながることが、非常に皆様ほかの町村とかではメリットだとい

うことで導入されていると聞いております。 

　さらに、またちょっと新しい資料になるのですけれども、令和５年なのですけれど

も、ＮＴＴドコモの社会科学系の研究室であるモバイル社会研究所の調査によると、１

５歳から７９歳の男女のうち携帯電話所持者、スマートフォン、ガラケー両方です。そ

れの所持者についてアンケートをとったところ、２００４年では５％だった所持率が２

０１５年には５０％、２０１９年には８０％、２０２３年では９６.３％がスマートフォ

ンの所持となっています。ということは、ドコモのキャリアを使っている方は今ほぼほ

ぼがスマートフォンになっているという証拠でもあると思います。このことから、ＬＩ

ＮＥを導入することで、町民が使っているものはドコモの回線だけではないのですけれ

ども、三大キャリアありますが、その中でもドコモだけでも、これだけの数字が出てい

るということは、ほかのキャリア、ａｕ、ソフトバンクに関しても同じような数字が出

てくると推測されます。各社、もう既にガラケーを使っている電波回線、３Ｇのほうは

順次利用を停止するということを発表されてまして、ａｕに関してはもう完全に停止し

ております。ソフトバンクも今年の４月で終了するということを発表しております。ド

コモに関しては来年度内で停止するということを報道発表されております。そうなる

と、ガラケーがほぼほぼ使えなくなるということになるのですけれども、実際、使えな

くなるわけではなくて、４Ｇでもガラケーは使えるものはあります。ですが、各社、ス

マホをほぼほぼ推奨しておりまして、ガラケーに、使える機種自体がもう片手以下の機

種しかございません。その中で、皆さんがスマホを持ち始めているから９６.３％という

数字になっているという表れでもあると思います。 

　これはちょっとまた古い資料になるのですけれども、令和２年の総務省が発表してい

る情報通信白書によりますと、年代別インターネットの利用、スマホを使っていれば、

必ずインターネットは利用することになりますので、その数字を拾ってくると、２０１

８年は６０歳代で７６.６％、７０歳代で５１％、８０歳代で２１.５％でした。その次
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の年、２０１９年、６０歳代で９０.５％、７０歳代で７４.２％、８０歳代で５７％ま

で上がっています。数年前のこの１年間だけで、これだけ急速に利用が始まっていると

いうことは、皆さん高齢者にしても、やはりスマホ、インターネットを使っていかなけ

れば、この世の中、今後生きていけないなということを感じているということだと思い

ます。 

　こういう新しいシステムを導入するときには、大体挙がる意見として、やはり、高齢

者を拾いきれないというところが、やはり大事なところになってくると思うのです。町

としてはやはり、取りこぼす人を作ってはいけないという命題がありますので、そうい

うところも、これだけのデータを見ただけでも、かなりの人数はもう既に拾える状況に

なっているかなと思います。 

　私が独自にヒアリングさせていただいたのですが、社会福祉協議会のほうにもちょっ

と顔を出させていただいて、社協のほうでも催し事があるたびにスマホの所持率をちょ

こちょこ聞いているようなのです。その中だと、やはりもうほとんどの方がスマホ所持

だということになっておりました。では、今後やはり、スマホの教室とかそういうこと

も推進していったほうがいいですよねというようなお話もさせていただきました。特に

ＬＩＮＥについては、持っている方がやはりほとんどの方が入れていたそうなのです。

なぜかというと、やはり、離れた家族と顔を見ながらお話しできるとか、無料でそれが

できるということになると、今、スマホを持つと、通信料が３ギガ、４ギガだけでは安

くなるとか、無制限になれば５,０００円、６,０００円としますとか、そういうところ

でだんだん費用を下げようというところで、無料で使えるものが非常に好まれている環

境でもあります。その中で、やはり遠く離れた家族と顔を見ながらお話しできるという

ものは新しい技術革新の中の一つだと思っています。そういうことから、ＬＩＮＥも既

に使っている人が多いという現状もあります。 

　さらに、日本全体でＬＩＮＥの利用率は９,６００万人登録があるそうです。というこ

とは、日本の人口が約１億２,５００万人程度ですので、１人１回線絶対持っているとい

うわけにはならないので、１人で２回線３回線持っている方もおりますので、重複する

ところもありますけれども、それでもかなりの数が使っているということが分かると思

います。これも国民全体の中でも利用率が高いということも、ＬＩＮＥを導入すること

のメリットにもなると思います。 

　今、公式ＬＩＮＥの中で一番発展しているところは福岡市のＬＩＮＥなのです。ここ

は、ＬＩＮＥが福岡市に第二拠点を置いたということで、モデルケースみたいな形で福

岡市と連携協定を結びまして、ほぼほぼ市の行政の役割をＬＩＮＥの中で持たせている

ということです。私も実際登録しまして使ってみました。福岡市民ではないのですけれ

ども、どういうことができるのかというところで申請する直前までやってみようという

ことでやってみたのです。そうすると、私はちょっとスマホの扱いとかに慣れているか

ら分かりやすいのかもしれないのですけれども、項目の文言が非常に短くて直感的にこ
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れだ、これだ、次はこれだ、次はこれだということで、非常に最終的な目的地までたど

り着きやすかったです。その中でもちょっと面白かった取組もあったものが、町の中の

道路情報の破損ですとか路肩が崩れてるですとか、そういう情報も道路に異常がありま

した、鹿が倒れていますとか動物が倒れていますとか、そういう情報も、物が落ちてい

ますかとか、そういういろいろな項目があって、ポンポンポンといって、最終的には写

真を１枚撮って送信して終わりと。写真には位置情報が載っていますので、それを管轄

で拾い上げて、位置情報からその場所をすぐ特定するという作業になると、実際電話も

しなくていいし、本人はそこにいなくてもいいのですよ。電話したときに、その場所が

どこなのかということが、田舎特有のものなのですけれども、道路上だとどこなのか分

かりにくいという部分があるのです。これは正直、消防にも言えることがあって、私も

消防団で活動して、火災があれば、その場に駆けつけるのですけれども、やはり今、広

域化になりまして、正式な住所ということで、私の家の場合だと、行政区分は陸別町大

通なのです。ですが、陸別町字陸別３７なのです、本当は。そこのところで、町民とし

ては分かりにくいという部分が非常にあるのです。それも、その場所が分かって、ＬＩ

ＮＥで共有されれば、ＬＩＮＥからグーグルマップも連動できますから、そうしたら、

すぐに地図でそこに行けるのです。そうしたら、消防車両にナビを新しく入れなくては

いけないということもなくなりますし、いろいろな部分でＬＩＮＥ一つを入れることで

省力化もできますし、経費がかかることも削減できるということがあると思います。こ

のような優位性があるということで、やはり今後陸別町ではこのようなＬＩＮＥの公式

システムを入れていったほうが、とてもメリットがあるように感じますので、私は

ちょっと今後そういうことを考えていっていただきたいなと思います。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　今、議員がおっしゃったとおり、ＬＩＮＥの活用ですね。様々

な使い方もありますし、便利なことも承知しております。費用対効果とか様々なことの

話も一つありますし、幾らかけてどれだけだということになると、数十万円の初期費用

から数百万円の諸費用、多分いろいろな使い方によって、議員の質問にも書いてありま

すカスタマイズしていくことに対してのという考えも持たなくてはいけないところもあ

ります。 

　当然、このＬＩＮＥもひっくるめてどういう情報伝達をしていったらいいかとか、仕

事の省力化ということも考えていかなくてはいけないので、貴重な御意見として伺わせ

ていただきますし、ＬＩＮＥもひっくるめて、今後ＤＸに対してということは、陸別町

はどういうことでやっていったらいいのだということは、もう既にいろいろなことを考

えながらここまできて、今これができる、先ほど言ったように、できるとか、一つずつ

やっております。 

　一つだけ申し上げたいことは、何％がやっているからだとか全国でこうだと推奨して
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いるからだとか、最終的に逆に陸別町だけがやっていないという場面も来るかもしれま

せん。だけれども、それはちゃんと町の形態を考えて、一番最後にやる町になるかもし

れませんし、今の％でどんどん上がっていけば、一番最後から１０番目にやった町にな

るかもしれません。だけれども、そこはきちんとやはり今、高齢者率もこれだけの率も

ありますし、当然、今、濱田議員がおっしゃったとおり、置いていかれる人はどうなの

だとか、これだけの普及率があるからということも、当然そのとおりだと思います。 

　僕自身、この取り入れている首長さんたちともいろいろお話もさせていただきます

が、やはり、置いてかれる人がいないようにどうしたらいいのだというところが、やは

り皆さんどこかに持っております。それを皆さん、創意工夫して、スマホの使い方だと

か、今、社協がやっていることだとか、いろいろな努力をしながらなので、そういうこ

ともちゃんと全体のビジョンの中に入れて、こういう浸透させていくということをしな

くてはいけないので、ＬＩＮＥに限らずと言ったらあれなのですけれども、ＬＩＮＥの

便利さは十分分かりますし、こうやってやれば、もう手元で全部できて、現場に行かな

くても大丈夫ですということも、いろいろな使い方があると思うので、そこら辺を

ちょっといろいろ見極めたいと思います。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　一般質問を続けます。 

　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　今回、３月、年度当初の定例会における私の一般質問を行いた

いと思います。通告しているものは表題は大きく分けて、国内国外からの移住者の取組

の対策を伺うということで、移住者というくくりの中から考えると、今現在、まちおこ

し協力隊とか、あるいは外国人労働者であるとか、それから介護職員が町外から来ると

か、そういうような広い形で移住者を募るということで、これは、町長の執行方針にも

ありますように、移住者に来てもらうことによって、少しでも人口増ということではな

くて、先ほどの質問の中にもあったように働き手がいないという、何かなりわいをした

くてもいないという、そういう状況から考えると広くそういうことを考えてきている人

たちを移住させることが大事なのではないかと。そうして、町内で調達ということは、

かなり無理だと思うのです。結局、人口が２,２００人ぐらいの中で、少子高齢化とか言

われる中で、子供さんたちが巣立って帰ってきてくれればいいけれども、そのまま帰っ

てこないと。 

　そういった中で、やはり、少しでも陸別の魅力を発信して移住者を募ると。そういう

ことが大事だと思うので、当町では、移住者支援、応援する会というものが設置されて

います。これは平成２２年なのですけれども、それ以後において、結局、陸別がどれほ

ど来たのかと。この中でも、要綱の中では、第８条、陸別移住を応援する会東京事務

所、株式会社エイデル研究所内と。こういうふうにして、これは東京陸別会の会長さん

だったと思うのですけれども、その人たちが立ち上げて、陸別の案内をしてくれている
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と。そういった意味では、非常に心強いというか、そういう形なのですけれども、今回

の１に書いてあるように、その人たちが今後来てくれるような受入れ体制、それから、

来た人たちが定住人口につながっているのかと。それに対する、当町の実績、評価をき

ちんと見ておいたほうがいいのではないかということが１なのですけれども。１、２、

３については、移住関係ですけれども、後のほうは農業関係とか外国人労働者とか、そ

れから今後そういう人たちを受け入れるための体制はどうなのかということに分けて質

問していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

　とりあえず、一番先にありますように実績を考えてみますと、外国人労働者について

は私が聞いたところによると、農家戸数が受入れ体制で２８人で、実際今、四十何人ぐ

らい来ているのです。そして、この間も、福祉法人とも話をしたら、外国人労働者が今

現在１２人だと。そしてこれが今後８人をプラスして２０人体制でネパールから来ても

らうと。そういった外国人労働者も今後広くなってくると。そういった意味で、きちん

とした受入れ体制が必要ではないかということが結論的なのですけれども、いずれにし

ても、実績等について、今まで過去先ほどいった２２年の要綱に基づいて、実際はどう

であったか、町長のほうで把握していればお教え願います。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　受入れということで、移住については総務課の企画財政室にワ

ンストップ窓口ということで開設しております。これまで、首都圏、関西圏でＰＲを

行ってきたほか、ちょっと暮らし住宅で移住体験者を受け入れてきました。令和５年、

移住体験ということで１２件２６名。ちなみに、今日の比較でコロナ前はどうだったの

かということを申し上げたいと思います。令和元年で２１件３２名。移住相談、移住

フェアも含め、令和５年は３７件、令和元年は８８件であります。そこで、この窓口を

経由して移住された方、統計開始から平成２３年以降で１８４名で、うち現在町民も方

は７１名となっております。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　先ほど言った要綱に基づいて平成２２年からの体制の中で取り

組んできたという実績だと思うのですけれども、ここでは２７年から、１８４人だと。

そして今現在７１人というものは定住者と理解していいのか。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　はい、そうです。町民です。 

○議長（久保広幸君）　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　こういうことが功を奏しているのか、この間、勝毎の人口減増

について記事が載っていたのですけれども、当町は微増というか増えている形になるの

です。一応、増えているというか、減っている予想よりも増えていると。そういうよう

なことが、記事化されていたのですけれども、今言ったものに取り組んでくれているこ
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とが、功を奏しているのかなと私自身理解するわけなのですけれども。いずれにしまし

ても、こういういわゆる陸別町外から来て、その人たちが簡単に言えば、まちおこし協

力隊もこの数字に入っていると思うのですけれども、そういった意味で活性化である、

いわゆる人が入ってくることによって、いろいろな面で相乗効果があると。本当に、残

念ながら陸別町においては、人手がいなくて、なりわいを辞めざるを得ないとか閉じな

くてはならないという実態の中で、農家の場合でも、牛の頭数は増えたけれども働き手

がいないとか、いろいろな問題があるので、このことはやはり十分取り組んでいってほ

しいと思うのです。 

　そういった意味で、いろいろ要綱を調べていると、交流と移住を促進する会と同時

に、昨年で人材関係、陸別町人材確保対策支援事業というものは昨年の７月に要綱をつ

くられたわけなのですけれども、こういうようなことを随時やることによって、安心し

て人が来てくれるという形ですけれども、いずれにしても、これは要綱をつくっただけ

で人が来るわけではないので、やはりそれなりのアピールをしなくてはならないと思う

のですけれども。先ほど言った東京のエイデル会とか、そういう人たちの窓口というこ

とですけれども、どっちにしても、後からいろいろ詰めていきたいと思うのですけれど

も、受入れ体制、新規就農の方も今、陸別では８戸入っています。その人たちは入って

いるところで、実習期間を３年間経て、実習をやっているわけなのですけれども、やは

り、よそからという言い方は悪いですけれども、やはり町外から来た人たちはそれなり

に相談する場所あるいはいろいろ、悩みもあると、それを受け入れる組織というもの

が、必要でないかと。このことについては後で詰めていきたいと思うのですけれども、

そういった意味合いの中で、今後、私が質問している町内の産業や福祉だけでなくて陸

別の町にきちんと本当に移住して、そして陸別のために動きたいとか、こういうことを

したくて来たいという、そういうきちんとした目的を持った、そういうまちおこしとい

うか、そういう移住者を募っていくことが、よりいいのではないかと。 

　余談ですけれども、私が聞いたところによると、移住によって、ひどい目に担当者が

遭ったという話も聞いています。やはり、ただ来てもらったけれども、どうしようもな

くて、やめてもらうこともなかなか難儀だったとか。そういう人たちをきちんと見極め

ていかないと駄目というか、そういう意味で、やはり、陸別の役場というか、町政を進

める上で、いろいろな仕事を持っていると思うのです。私が聞いたところによると、例

えば、こういうまちおこしの協力隊はどこの部署なのかという、その辺も本人も理解し

ているのかしていないか、あるいは町担当者がそれに没頭するわけにはいかない。いろ

いろな業務があると。そういった意味で、私は後で質問することについてのお答えを願

いたいと思うのですけれども。 

　いずれにしても、必ずしも産業や福祉だけに特化しないで、そういう地域おこし協力

隊の本当のまちおこしをしてくれる人を募集するということをしていく必要があると思

うのですけれども、その辺についての考えはどうですか。 
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○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　議員おっしゃるとおりというか、窓口とか、そういう世話をし

てあげるということですよね。来た人に対してだとか、まず一つ目は。そういう今いる

人に対してのお世話だとか、やはり役場に来ていただいて、当然今ワンストップでとい

うことを言っておりますので、間違って違う課に行っても、ここの課ですよと、きちん

と丁寧に連れていくなり、きちんとした説明をしてくれということなので、総務課で先

ほど言ったようにワンストップ窓口ということで、総務課企画財政室で移住の対応はさ

せていただいているところであります。 

　そこで、地域おこし協力隊という話ですよね。これは、産業と福祉とかに特化するこ

ともなく幅広く募集はかけられますし、そういうつもりでいます。地域おこし協力隊に

ついては、今までも説明してきましたが定住をしていただかなくてはいけないので、そ

の人がどういう仕事で、今の地域おこし協力隊を呼ぶための地域おこし協力隊という意

味なのか、そういう意味であれば、その人たちを呼ぶその仕事としてということになっ

ていくのですが、そうなると、役場の職員と何が変わってくるのだという話になってき

たときに、どういう仕事なのかとなります、当然。ということは、何が言いたいかとい

うと、３年後にきちんと定住して自立をしていただくということが地域おこし協力隊と

いうことなので、そこの定義を違うことになっていくと、それはちょっと違うやり方に

なるかもしれません。誤解されたくないことは、特化して産業と福祉だけに地域おこし

協力隊を入れようという考えは全くないので、もし、そのことをやるのであれば、きっ

とその方、地域おこし協力隊を募集するに当たって、そういう移住コーディネーターみ

たいな感じのことを作って、きちんとその人が自立をしていけるプランを、やはりこち

らが組んで、手数料の問題だとか、様々な、その人が食べていかなくてはいけないの

で。結局、地域おこし協力隊を連れてきて、最終的に会計年度任用職員でありますけれ

ども、最終的に役場に就職するとかということであれば、それはちょっと違うことにな

ります。意図が外れてしまうので。そうではない形で自立していただくようなシステム

をつくらなくてはいけないというところがあるので、そこら辺を理解していただいて、

この話をしていただければ、ちょっと違うことというか、見える部分があるのかと思い

ます。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　そういうことを考えた地域おこし協力隊だと思うのです。発生

させた原因。これは特別交付税によって、その人の報酬というのですか、そういうもの

がここの資料によると１人当たり４００万円、年間来るという。そういった非常に、来

てもらう人にとって４００万円というものはすごいお金だと思うのですけれども、当町

においても人材を育成することに相当金もかかるし、その人の生活も保障しなくてはな

らないという点については、まちおこし協力隊そのもの自身は、ものすごく有利という
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か展望はあると思うのです。 

　そして、今町長が言ったような、そういう単純な産業とか福祉だけではなくてという

考えと同時に、町をどのように陸別にしたいか、陸別のよさというものをこれは今後町

長にもお願いしていきたいのですけれども、やはりその辺を理解した上で入ってきても

らって、そして今言った形できちんと協力隊として、まちおこししてもらうような、そ

ういう姿勢の中で僕自身は非常に特別交付税で処置されるということは、資料を見て初

めて分かったのですけれども、今までも陸別にはまちおこし協力隊が先ほどの説明にも

あったように、結構な人が来ていますよね。 

　そういった中で、もっともっと発展した中で活発に。そして、まちおこし協力隊の人

で先ほどの説明では移住だけではなくて、まちおこしに特化した人は定住している人は

一体何人ぐらいですか。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　地域おこし協力隊の国からのお金が入ってくるので、募集した

らいいということは、それはそのとおりだと思うのですけれども、言葉がこれが合って

いるかどうかあれなのですけれども、使い捨てではないのです。３年間というところが

あって、その人を、今の町が負担しないから、その人を使って、３年間、１年更新させ

て、その人を今の移住のコーディネーターとして使うということは、その後にきちんと

自立したことが出来上がっていないと、その後に、町は様々な自立するときには、いろ

いろな補助金は出したりできるのですけれども、その人に対してきちんと自立した経営

というか、食べていけることまでは町は何もできないので、そこまできちんと使わない

と、３年間来て、国のお金だからいいやいいやといってやっていくと、その人はただ３

年で辞めていくだけの人になってしまうのです。そういう使い方は、ルールにも罰則は

ないのですけれども、定住というものが書かれているので、そういうものにこだわっ

て、きちんと募集してやらないとちょっと違うと思うのです。国のお金だから募集した

らいいという考えではないのです。町から出さないからいいということではないので、

そこを１回理解していただくと、ちょっと違う議論になってしまうので、そこを理解し

ていただきたいなと思っております。 

　現在、１３人着任しているうち４人が定住で、１人が今活動中であります。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　今、町長が言ったように受け入れる一つの、基本的にはただ３

年たてば、こっちが切る切らないでなく、本人が簡単に言えば、観光目的で来たとか、

そうやって陸別に、名をはせた町ですから、住んでみたかったということではなくて、

それ自体を少しでも陸別の盛り上げのためにという意識を当然持ってもらわないと、

はっきり言って、まちおこしにならないと思うので、その辺の見極めを、町長の判断で

は多分今の姿勢でいけばなるのかなと思いますので、そういった、ただ来てくれて、３
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年間の間ということは、これはまちおこしにならないので、基本的には、ここで定住し

て、家庭を持って、そして、ここで陸別のために、言い方はあれですけれども骨を埋め

るぐらいの、そういう姿勢の人たちを、きちんと、今の話で言うと１３人来た中で４

人、そういうふうに定住したということは、いわゆる３分の１になったので、すごくい

いと思うのですけれども、そういう姿勢を常にまちおこし協力隊の人たちの形に募集す

る条件として、きちんと持っていてほしいと思うのですけれども、今の考え方を町長

ずっと持っていってもらいたいと思いますが、どうですか。 

○議長（久保広幸君）　暫時休憩します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　午後　２時４０分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再開　午後　２時４１分 

○議長（久保広幸君）　休憩前に引き続き、会議を開きます。 

　本田町長。 

○町長（本田　学君）　３年後の姿ということを一番大事にしてやっていきたいと思っ

ております。 

　それと、決して、１３人中４人ということが高い率ではないのです。全国で大体６５

％ぐらいで、道内で、今ちょっと忘れてしまったのですが７０％を超えていると思いま

す、定住率というものは。 

　何が問題かというと、マッチングしなかったということになっていくのですが、最初

の段階で、やはり３年後に自立もできないようなプランで、例えば商工推進員にしまし

ただとか、農業に関してとかとやっていくと、みんなそこで何だってなって、これだと

できないだろうみたいな感じになるので、今回の飲食店の協定にしても、きちんと３年

後にこうですよというプランまでつくらせていただきました。きちんと、自分なりにと

いうか、僕の、自分も商売をやってきたのでというばかりを言うわけではないのですけ

れども、きちんとしたプランで３年後にはこうしたら食えるのではないかとか、こうい

うところで３年後に承継してくださいだとか、いろいろな条件の中にやって、その方が

来てという条件で、その条件をのんだ方に来てもらって定住してもらうというところま

で考えてやらないと、やはり、さっき言ったような使い捨てみたいのようになると、や

はり、来た人たちがこういう目に遭ったということで、皆さんと情報共有すると、陸別

町で何を募集しても、あそこはあまり丁寧にやってくれないぞみたいな町になってしま

うので、そこら辺は自分自身はすごく丁寧にやっていきたいなという部分があります。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　そういう姿勢で定住に結びつくような移住者を考えていってほ

しいと思うのですけれども、この設置要綱で、ちょっと後戻りするかもしれませんけれ

ども、支援員というものがいるのですけれども、その人たちの中で、第４条ですか、そ

の中に、移住者希望者は移住者からの相談または支援に関して、その記録をきちんと取
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ると、この要綱の中にもあるのですけれども、そういった相談というのですか、今町長

が言ったように、全国的なというか北海道の定住率は７０％ですね。だから、陸別の３

０％は低すぎると思うのですけれども、そういったあとの３分の２が、やはりいなくな

るというか、定住しなかったということですけれども、その辺についての何か要綱に基

づく支援員の聞き取りとかそういう状況について、町長として、そういう記録を見たこ

とがあるかということですけれども。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　必要な形で、定期的にどうのこうのということではなくて、必

要な形で、いろいろな移住フェアだとか様々なことは決裁の中で回ってきますので、今

日どんな方がとかということは全てという言い方が正しいかどうかあれなのですけれど

も、僕になってからは、そういうようなチェックはしております。 

○議長（久保広幸君）　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　そういうことをして、きちんともちろん来てくれた支援員にし

ても町の行政体制としても何が問題だったのか、定住してくれれば一番いいのですけれ

ども、しない人たちの、やはりそういう状況をきちんと記録的に残して、町自身も把握

して、今後また来てもらう人たちと話し合いをして、きちんと定住に結びつくようとい

うか、安定してここにいられるように、やはりそういう体制の移住者を募っていってほ

しいと思います。 

　これは、移住を応援する会、当町においては、きちんと移住住宅も完備していますの

で、そういう人たちが住まいに困らないということだと思うのですけれども、そういう

ことを、やはりどんどんアピールしていってほしいなと思います。 

　そして、先ほどの後戻りになるかもしれませんけれども、支援員が今現在６人いるの

ですけれども、その人たちは名前を聞く限りにおいては、移住者の人たちです。ですか

ら、そういう悩みとかいろいろなものが、今後来た人たちと腹を割って話をできる人な

のではないかと思っておりますけれども、これはこの中で支援員の応援する会では２年

任期となっているのですけれども、平成２２年から過去十五、十六年になるのかな、そ

の中でこの人たちが安定して支援員になっているのか、途中で入れ替わっているのか、

その辺についてちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　支援員は現在３人です。当然、歴史が長いので入れ替わりはあ

ります。固定された人たちではなくて、そして、メンバーの中には当然移住された方も

いますし、その中でやはり、いろいろなケアもできるなというところで、今のそういう

陸別町の移住された方の意識の中にアドバイスもできるような、そういうような環境に

はなっております。 

○議長（久保広幸君）　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　そういう６人だったらいいけれども、３人はちょっと少ないよ
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うな気がするのですけれども、いずれにしても、先ほど言った移住者からの相談または

支援という、この要綱にもあるように記録を取って、そして少なくとも半分以上は来た

人に安定してもらえるような形をとらないと３分の１はちょっと取組が少ないような気

がするので、その辺、人数を増やしてでも、支援員の、相談相手とか、来た人たちにア

ドバイスできるような、そういう形を取ってほしいと思うのです。 

　そういった意味を込めて、これについては協力隊の募集はあえて行わなくても、行う

というか、ある程度アクションを起こしながらやっていってほしいと思います。 

　そして、ここで③なのですけれども、移住者のくくりの中で、先ほど能登地震なので

すけれども、私的にも自然災害といえども、能登の石川県の人たちに大変お見舞いを申

し上げたいと思うのですけれども、いろいろテレビ報道によりますと、あの半島は特殊

的なところで、これから永住をすることは大変なのではないかと。もちろん地場産業で

ある漆塗りとかそういうものをやるというけれども、なりわいを続けていくことも大変

だと。それから、ある程度若い人たちは、もうここで地盤は狂って家も建てられないと

いう、そういう状況の中では、陸別においでと言っても、なかなか陸別には来ないかも

しれないですけれども、少しでもそういう避難している人たちを受け入れる、そういう

体制というか、簡単に言えば、住宅等を完備してというか用意して、来てもらうような

そういうことも、町も水を送ったりして支援をしていますけれども、少しでもそういう

アピールをすることによって、１人でも避難者がここで生活してもらえるような、そん

な手だてはどんなものですか。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　もう既に食料は送らせていただきました、１月４日に仕事始め

になって、１月５日には送らせていただきました。もうその段階で、僕自身も住宅の関

係のことはすぐ指示したのですが、もう既に取組というか、国のほうに今回の被災者へ

の提供緩和住宅として、当町の公営住宅５戸を受入れ可能ということで、もう既に国に

報告しております。なお、本日現在まで被災者を受け入れた実績はございません。 

○議長（久保広幸君）　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　町長の行政方針にも、このことが書かれていたものですから、

積極的に取り組んでいるということは分かったのですけれども。 

　いずれにしても、来る来ないは被災者の考え方なのですけれども、なかなかそこにな

りわいをつくったり、自分の先祖代々のとか、そういう流れの中で、なかなか移住とい

うものはできないというか、転出できないと思う面もあるけれども、過去の日本列島と

いうものは、そういう人たちの災害、過去に、先ほどの議員も言ってましたけれども、

いろいろな災害が起きたたびに、そこから離れて、そしてまた新天地で生活して、また

きちんと家をつないでいくというか、そういう方法を取っておられるのが日本列島で

す。というのは、日本列島は全部が自然災害の的ですから、そういった意味で言うと、

今後、まだまだ先ほどの議員も言っていましたが、いろいろな災害が起きる可能性はあ
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ります。人的な災害、原子力発電所によって、ここは東側なのですけれども、泊から見

たら。あれだって、最終的にもし事故を起こしたら、ほとんど北海道の人たちは大変な

思いをすると思います。そういった意味で、陸別町は離れているとはいえでも、やはり

そういう人たちも含めた形で自然災害を、地震はあと３０年の間に７０％ということも

言われているので、少しでもここで安定した生活ができるような準備だけはして、今

言ったように町長が１月５日に人道的支援だと思うのですけれども、それも積極的にや

られているというか、今後もやはり続けていってほしいと思います。 

　そうすることによって、日本列島の中でお互いにさっき言った公助というのですか、

そういった形を取れると思うのです。鋭意頑張って。今のところ、希望者はまだいない

というけれども、本人たちはなかなか捨てがたいところもあるから、来れない面もある

けれども、東日本地震のときも、あのときだって、結構道内には来ています、僕の知っ

ている人たち。だから、陸別では取り組む取り組まないに関係ないけれども、なかなか

希望者は来なかったということもあるけれども。やはり、そういったお互いに人間社会

として継続するためには、そういう準備をして、受入れをきちんとしていって、アク

ションを起こしていってほしいと思います。 

　そういった意味で、被災者の避難住宅を確保するという意味なのですけれども、今町

長が言ったような、今のところ５戸提供しているけれども来ていないという形ですけれ

ども、粘り強くということではないけれども、来る来ないはあくまでも向こうの人たち

住民の考えですので、少しでも、来ても仕事がないということにはならないと思うので

す。先ほども町長が言ったように仕事はあるのですけれども、なかなか定着しない。そ

のために、やはり移住政策をきちんと持って、そして定住して、なりわいができる、こ

こでずっと住み続けられる、そういうものにしてほしいと思います。 

　４番目に入りたいと思うのですけれども、これは農業、酪農における対策として、新

規外国人労働者の取組をということですけれども、今現在、町のほうで把握しているも

のは何人ぐらいいると理解していますか。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　今、外国人の人数、これも前後するかもしれませんが、今押さ

えているところで６６人です。業種別で酪農が４７名、福祉関係で１３名、建設関係で

３名、その他３名ということであります。教育関係とか配偶者とかという感じになると

思います。それと在留資格については、技能実習生が３４名、特定技能が２４名、介護

が４名、その他が４名です。国別でいきますと、ベトナム人が４４名、インドネシア人

が１３名、そしてタイ人４名、ミャンマーの方が２名、そしてその他が３名でありま

す。 

　町としては人材確保対策事業において、特定技能外国人の採用に係る費用について助

成をしております。この事業を積極的な活用をお願いしたいと思います。それと地元雇

用促進事業においても、新規雇用から２年間、月額で３万円、２年間で合計７２万円の
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助成を特定技能２号に限り対象としております。以上です。 

○議長（久保広幸君）　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　総体的に見ると、非常に頼もしいというか、この中で、当町に

おける産業を下支えしてくれている人たちがこうやって来てくれているということは非

常にありがたいことだと思うのですけれども。 

　いずれにしても、これは国の特定実習生という名のもとでやられているのですけれど

も、来ている人たちが安心して陸別で、それなりに労働の対価を得ながら進められると

いうことは、やはり途中で嫌になったよといかないように、やはり３年は３年、今後ま

た陸別に来て、仕事してほしいということもあると思うのですけれども、そういうよう

なことを含めた形は、行政としてもきちんと先ほど言ったような一つの受入れ体制とし

ては、いろいろ相談相手も、きちんと相談というか、されるものをすることによって、

いろいろな悩みにしてもそういうものを受け入れることをきちんと必要だと思うので、

そういった面も取り組んでやっていってほしいと思います。 

　それでは、今言った外国人労働者の関係ですけれども、陸別に新規就農の方が今、今

年の１月で新しく入られた８戸だったと思うのですけれども、その人たちのサポートと

いうか、そういうものの受入れ、当町における新規就農云々の要綱を見ると、いろいろ

な形で進められているけれども、一つきちんと整備されていないものがあるので、その

辺をつくってみてはどうかなと思う面もあるのですけれども。新規就農育成総合対策事

業で、取組として、受入れ体制の中で、農業担い手育成センターという、いわゆる、こ

れは陸別町農林推進協議会の中にあると思うのですけれども、そういった形の中でいろ

いろ協議されているかどうかという、簡単に言えば、動いているかどうか。そして、こ

れで今現在、その体制が取れている、新規就農を希望している人が何人いるかというこ

とを聞きたい。それから、陸別町農業人育成指導委員会というものもあるのですけれど

も、その辺もどのような形で今現在動いているのか、その辺について伺いたいと思いま

す。 

○議長（久保広幸君）　暫時休憩します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　午後　２時５８分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再開　午後　３時００分 

○議長（久保広幸君）　休憩前に引き続き、会議を開きます。 

　本田町長。 

○町長（本田　学君）　今、新規就農の関係で、１名、今、研修というか、陸別に興味

を持っていただいて、研修している方が、新規就農も含めた中で頑張りたいという人が

今１人来ております。それと、新規就農の受入れについては、現状、町と農協が窓口と

なっており、農業委員会、普及センターなどで構成される育成指導委員会において、営

農指導を行うことになっておりますが、現実的に実習農家さんに大部分をお願いしてい

る状況にありますので、適宜、相談、アドバイスを随時行っているという状況なのです
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が、その農家さんの負担に結構なっている部分もあるのかなというところは認識してい

るところであります。 

○議長（久保広幸君）　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　今の体制を少しでも改善しながら、よりよい、簡単に言えば、

活発化した、そして入ってくる人たちに不安のないように、いつでも相談相手になるよ

うな形をやはりとらなくてはならないと思うのです。 

　そうすることによって、６になるのですけれども、移住者の専門的な第三の組織化、

そういった意味でＮＰＯまたは、移住者というよりも新規就農と特化しないで、移住者

に対する体制をとるための協議会をきちんと確立して、農協、町だというのではなく

て、独立した中で、もちろん、その中の協議会の中に、農協や町から担当が入ってもい

いと思うのですけれども、専門的に取り組める、そういう第三の組織化が必要でないか

と。私が聞いたところによると、足寄もＮＰＯとかそういうものがあって、そこでそう

いう新規就農者とか、そういう人たちの移住者をきちんとフォローしている。上士幌も

この間行ったのですけれども、あそこもきちんと移住者のＮＰＯがつくられておりま

す。そうすることによって、簡単に言えば、農協や町のその人たちに直接言えなくて

も、その組織を通じて、その中の事務局長がコーディネートしながら、悩みをやった

り、いろいろな、あとは町との交渉とかというもの、そういう事務局をつくるためには

どうしても協議会を設立したほうがいいと思うのですけれども、そういう簡単に言え

ば、全般的なこと、移住者には外国人労働者やあるいは新規就農やあるいは福祉関係と

か、先ほども林業界の話も出ていましたのですけれども、そういった人たちもひっくる

めた人たちを相談できるというか組織化が必要でないかと思うのですけれども、私の言

わんとすることは、その受け皿を、独立したＮＰＯ、移住者を応援する会、ＮＰＯでも

いいですから、名前はいろいろあると思うのですけれども、そういった協議会かＮＰＯ

をつくるという考え方は町長どうですか。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　今のところは持ち合わせてはいません。今後、様々な形で変化

していくのかなと。後の話になるのかと思うのですが、いろいろな特定技能の方たちだ

とか、これからどんどん増えていくような日本に、人材不足の関係で。今日の朝刊にも

載っておりましたが、８０万人だとか、特定技能の方たちの受入れを、そういう目標設

置をしていくのでということで、人材確保していくという。林業もその中に入ってきた

とかという話にもなっていくと思うのですが。 

　当然、そういうことも視野に入れなくてはいけないのかなと思うのですけれども、今

新規就農の形としては、先ほど説明したとおりの形の中で、きちんと専門の方も入れ

て、指導も行っていけるような状況にはなっておりますし、やはり、町と農協がきちん

とタッグを組んで、そこでやっていくと。では、今、窓口でどういうふうにその人たち

をフォローしていったらいいのかという話なのですけれども、当然、農協もそうです
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し、町もきちんとしたフォローですね。今回、新規就農で来た夫婦の方にも直接、僕の

ところに来てもいいですよということで、何十人も何百人もいるわけではないので、顔

が見えるので、僕自身も伺わせていただいて、声をかけたりだとか、そういうフォロー

はできるのかなと思っています。 

　今、移住に来ていただくということに関しての窓口の問題だと思うのです。新規就農

は産業振興課、移住は総務課だとか、前の工藤議員の一般質問のときにも、そういうと

ころを合体させたらいいのではないかというところは、今も様々な研究をさせていただ

いて、隣町のＮＰＯの形だとか、どういうふうにしたらいいのかというところは、今

ちょっと調査研究の段階なので、今ちょっとお答えはできませんが、いろいろなものを

視野に入れながらやっていきたいなと思っております。以上です。 

○議長（久保広幸君）　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　今、町長が私の質問する前に言ってくれたのですけれども、今

度、外国人技能実習とかいうのではなくて、外国人育成就労という言葉に変わる。これ

は３年後から実施するのですけれども、今までは農業関係、福祉関係とかであったので

すけれども、今度は林業関係、そして林業事業者に聞くと、非常に我々の仕事は危険な

ので、外国人のそういう人たちは受け入れないという国の方針だったけれども、今度は

受け入れるようになったから、先ほど町長が言っていましたように、今後山づくりの場

合では、植林の仕事がやはり手薄だという面については、大いに利用したいと林業関係

の人たちは言っておりますので、今後そういう幅広い形で外国人労働者が来るように

なったら、余計に、僕は先ほど農協や町がそういう形で受入れ体制の中で協議会を持っ

てほしいというものは、やはり日々の業務があります、町の例えば産業振興課でも、こ

れに集中できないとか、農協もいろいろあります、仕事。ですから、今、僕が言ってい

ることは、やはり特化して、それに集中できるように、ゆくゆくは外国人労働者の場合

は来てくれる国の斡旋業者と言ったら悪いのですけれども、そういう人たちの交渉と

か、それから３年間なら３年間実習して、今度は育成労働だから、いたければずっとい

れるようになると思うのですけれども、そういった体制で来てもらうことも、また辞め

ていく人たちと、そういうものの体制をとるためには、今言ったような形をとったほう

が、より、いわゆる専門的になりますので、そういう形をとってほしいと思うのですけ

れども。あと、議長、何分ですか。 

○議長（久保広幸君）　あと、十……。 

○６番（谷　郁司君）　分かりました。そういったような形で進めていっていくこと

が、僕は担当者自身がすごく仕事が増えるし、日々のあれで大変だと思うのです。やは

り、行政は行政の仕事がありますから、いろいろな。それから、農協は農協の形があり

ますけれど、各農家のこともあるから、こういう新規就農の人だけに話ができないとい

う、そういう面もあると思うので。やはり、特化した形でやっていってほしいと思いま

す。今後、町長自身の、今考えていないけれども、将来的に他町村の例を見ながらやっ
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ていくというふうに私は捉えたいのですけれども、その辺はどうですか。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　特化するとか、ほかの業務があるだとか、仕事なのですよ、そ

れが。その担当の。それもひっくるめた新規就農、移住、その担当の職員なのです。だ

から、ほかの仕事をしているから、これができないとか、そういう仕事のやり方ではま

ずないと思います。そういう考え方ではなくて、やはり、これに特化するということ

は、ここにどうしていくかという組織をつくらなくてはいけないことですし、そこはま

た、何か、今仕事がこうあって、片手間でやっているからみたいな感じではなくて、当

然、新規就農フェアだとか移住フェアに対しても、この間は農協さんの青年部の関係の

方たちだとか様々な形でいって、いろいろな報告も受けています。いろいろな人の手助

けをいただいて、そこに事務方として行くということです。役場も移住のこともそうで

す。新規就農も担当課できちんと、前も言わせていただきましたけれども、課長と僕と

農協の職員と、うちの産業振興課長と組合長と行ったりとか、いろいろなそういうもの

も仕事なのです。だから、片手間には決してやっておりませんし、こっちをやっている

から今お移住だとかそういうことをおろそかにやっていることではないのですけれど

も、もっと違う考え方で合体して効率化を図って、そういう窓口にしたら、来る側の人

がいいのではないかという、そういう発想になると思うのです。 

　そこをちょっと見極めたいというところがあって、それは役場の中でも今のスタンス

の中でもできるのであれば、ちゃんと横のつながり、総務課と産業振興課がきちんとつ

ながってやっていればできるのではないかというところから始めるのも一つですし、そ

の中の今の貴重な御意見と言ったらあれなのですけれども、一つで、そっちに向いてい

くという考えでは決してありません。ただ、そういうことも視野に入れながら、どれ

が、これから外国人が増えていくという体でいったときに、どうやって受け入れられる

のかなというところを考えなくてはいけないかなという考えであります。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　前段で言ったように、これは決して、国外だけの話ではない、

来てくれる人が、国内の人たちのやはり移住者も募る上ではすごく仕事が多岐にわたる

ものだと思うのです。決して、片手間にやっているとは言わないですけれども、先ほど

町長の答弁の中で、陸別町農業育成指導委員会というのか、それは今のところ動いてな

いみたいな話もしたのでと思ったのですけれども、違ったのですか。 

　だから、そういうような組織を潤滑に動ける。僕は、さっき言ったようにＮＰＯにし

ても審議会、協議会にしても、やはりそれなりの、言い方は悪いけれども、スキルを

持った人が陸別にもいると思うのです。簡単に言えば、６５歳を過ぎたら退職という、

そういう形ではなくて、その人たちが今後陸別の中で、こういうものに手がけてやって

いってほしいという人材はいると思うので、そういう形をとることによって、より一



― 61 ― 

層、農協や町と合体した組織でうまくいくのではないかと思うので、やはり僕はほかの

町村の例を見て、こういう方法がいいなという考えで提案しておりますので、今後、町

長も、もちろん、町長自身が、これをつくったからといって、来た人の顔も見ないので

はなくて、積極的にやってほしいと思います。やれると思うのです。 

　それで最後のほうにある、８番目ですね。町長として、今後の１０年後のまちづくり

を目指して、子供たちの教育現場や卒業生、成人式でのふるさとへのリターン、普通一

般的に言うカムバックサーモン、サケが帰ってくるという、その意味は、ふるさとの味

を覚えているから帰ってくるというのですよね、魚が。だから、そういった意味と併せ

てリターンをするという形で、これは町長の陸別のよさとか魅力とか、そういうもの

で、今言ったように、教育現場で言ったり、あるいは卒業生の式の中でも当然祝辞とし

ても言うけれども、やはり講演をやってみたり、それから成人式で、今回は、二十何人

中、１４人ぐらいしか来てなかったのかな。それでも、その人たちと話して、とにか

く、ほかへ行って、いろいろな知識、技術を持って、陸別に戻ってきてくださいとい

う、町をおこすためのアクションを、子供たちということでなくても、そういう人たち

に話ができるような、そういう会話をしてはどうかということで、もう一つ、移住者と

の交流会をしたら、いろいろな意見が聞けると思うのですけれども、そういう取組も先

ほど言ったようにＮＰＯにしても協議会にしても、それが主催者となってやれることだ

と思うのですけれども、その辺についてどうですか。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　先ほどのお話をしてもいいですか。決して、育成指導委員会が

何も機能していないということではなくて、農業委員会長もおられますし、そこで皆さ

んできちんとお話をさせていただいて、その大部分という言い方は、農家さん、実習先

の農家さんに結構負担もかけている部分があるのですけれども、そこの協力をいただい

て、就農につなげるために、そこの結構御苦労されながらやっていただく、そこはきち

んとマッチングはしているのですけれども、そういう部分も本当にお世話になっている

という意味で申し上げさせていただきました。その組織が何も機能していないというこ

とではなくて、きちんと機能しております。 

　だから、そこで十分、新規就農に対しては、きちんとどうするのだと。本当に、かん

かんがくがくではないのですけれども、本当に就農できるのかとか、そういういろいろ

なところ、こういう条件はどうなのだという話も、僕自身も出席させていただいている

ので、そういうものも結構厳しくやらせていただいています。希望値で、何か、この方

を大丈夫だとか、そういう判断するような場所でもなくて、やはり定住してもらうため

に、こういう部分をちゃんとしたほうがいいのではないかという意見ももらえるよう

な、きちんとした会議になっています。その奥で、結構お世話に、実習先のところは、

いろいろな衣食住ではないですけれども、いろいろな部分でお世話になっている部分が

あって、そこの方が一生懸命、就農してもらうために努力していただいているという感
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謝の意味で言っているところでありますので、御理解いただきたいなと思います。 

　１０年後のまちづくりということで、子供たちにということであります。僕自身も、

４年間、議長もやっておりましたし、成人式等々出させていただいて、挨拶等々もさせ

ていただいています。必ずそういう場所で言うことは、いつか皆さんと一緒にまちづく

りをしたいという話だとか、そういう挨拶の中では、結構ずっとやらせていただいてい

ますし、町長としても今年の成人式も当然言わせていただいています。これは一方通行

なことなので、挨拶だとかということなので、会話となるとまた別の話なのかと思って

いますが、先ほどメッセージとかということになると、そういうこともそうですし、中

学校で町長講和ということで、ターニングポイントはこういうことだよとか、あと、そ

の中にはまちづくりをこういうふうにして皆さんと一緒にやっていきたいですねだとか

という話も、それはキャッチボールができるので、そのようなことだとか、小学校では

しばれフェスの出前授業等々、自ら行ってやらせていただいているところであります。 

　どのような会話とかコミュニケーションをとっていくかということなのですが、何か

の会をつくって、その人たちの受け皿で皆さんに移住者に集まってもらって、懇談する

ということも一つの方法かもしれないのですけれども、会をつくったりすることではな

くて、小さな集まりでもいいですから、僕自身呼んでもらってもいいので、そういうと

ころから何かのコミュニケーションをとっていきたいなと。私の行動力の問題になって

くるのかと思いますから、いろいろなアンテナを立てて出向いていきたいなと思ってお

ります。様々な情報を谷議員のほうからもいただきましたので、今の現状というものを

多分いろいろな現場のお話を聞いて、多分そういう話になっているのかなと思っており

ますので、また詳しくいろいろ聞かせていただきながら、いろいろ交流だとか、いろい

ろなフォローだとかというものはやっていきたいなと思っております。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　町長がそういう熱意で先ほど午前中から、ほかの議員さんたち

が質問している中で、やはり熱く語る面と、行動的に起こすという、そういう熱意が非

常に分かります。そういった意味で、陸別の町を人口が少ないとか少子高齢化とか、そ

ういうイメージだけではなくて、積極的にまちづくり、小さいながらでも一生懸命取り

組んでいるということがまた後世の子供たちに伝われば、必ず盛り上げるために帰って

くると思うのです。そういった意味で、今町長が言った点で、今後とも鋭意努力して取

り組んでいってほしいと思います。そういうことを申し上げまして、私の質問を終わり

たいと思います。 

○議長（久保広幸君）　本田町長。 

○町長（本田　学君）　ありがとうございます。そういうつもりで産業とかも大事です

し、移住も大事だと思います。やはり、福祉と教育をきちんとした町にしていかない

と、町のこれからの先、１０年２０年はないと思っていますので、いろいろなものも
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ひっくるめながら、まちづくりをしていきたいと思います。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　これで、一般質問を終わります。 

─────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

　本日は、これにて散会します。 

散会　午後　３時１９分　　 
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